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第
一
章

「
患
者
の
権
利
」
の
形
成
と
展
開

第
三
節

医
療
に
か
か
わ
る
諸
権
利
の
展
開
と
「
患
者
の
権
利
」
の
法
制
化

一

一
九
八
〇
年
代
に
み
ら
れ
た
社
会
的
問
題
と
医
療
に
か
か
わ
る
諸
権
利
の
展
開

一
九
七
〇
年
病
院
改
革
法
及
び
一
九
七
四
年
の
入
院
患
者
の
権
利
章
典
の
制
定
に
よ
り
、
病
院
医
療
の
人
間
性
回
復
が
図
ら
れ
、
入

院
患
者
の
権
利
が
承
認
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
の
後
、
一
九
八
〇
〜
九
〇
年
代
に
は
、
情
報
技
術
の
展
開
、
生
命
倫
理
、
薬
害
、
貧
困
層

の
社
会
的
排
除
と
い
っ
た
様
々
な
社
会
的
問
題
を
背
景
に
諸
制
度
が
法
制
化
さ
れ
、
そ
の
中
に
、
医
療
に
か
か
わ
る
諸
権
利
の
展
開
を

看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
展
開
は
一
九
九
一
年
病
院
改
革
法
に
よ
る
病
人（m

a
la
d
e

）の
権
利
の
法
制
化
に
続
い
て
い

る
。
以
下
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
み
ら
れ
た
社
会
的
問
題
と
そ
れ
に
対
す
る
法
制
を
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。

1

情
報
の
自
由
と
医
療
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
権
利

入
院
の
滞
在
条
件
等
の
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
権
利
は
、
僅
か
で
は
あ
る
が
、
一
九
七
四
年
の
入
院
患
者
憲
章
の
中
に
看
取
で
き
た
。

ま
た
、
入
院
患
者
の
医
療
文
書
に
対
す
る
医
師
の
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
は
、「
公
立
入
院
施
設
の
入
院
患
者
又
は
受
診
者
の
医
療
文
書
の

閲
覧
に
関
す
る
一
九
七
四
年
三
月
七
日
の
七
四－

二
三
〇
号
デ
ク
レ
」
に
若
干
の
規
定
が
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
情
報
処

理
技
術
の
発
展
に
伴
な
い
、
人
権
が
脅
か
さ
れ
る
事
態
を
危
惧
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
七
八
年
に
「
情
報
処
理
、
情
報
フ
ァ
イ
ル

及
び
自
由
に
関
す
る
一
九
七
八
年
一
月
六
日
の
法
律
」
が
制
定
さ

（
69
）

れ
た
。
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同
法
一
条
は
、
情
報
処
理
は
す
べ
て
の
市
民
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
人
間
の
尊
厳
、
人
権
、
私
生
活
並
び
に
個
人
的

お
よ
び
公
的
自
由
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
法
律
に
よ
る
保
護
の
対
象
と
な
る
の
は
、
私
人
の
識
別
を
可
能
と
す
る
記

名
情
報
の
自
動
処
理
、
す
な
わ
ち
、
個
人
情
報
の
収
集
、
記
録
、
変
更
、
保
存
、
削
除
等
で
あ
り
、
公
共
部
門
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
限

ら
ず
民
間
部
門
に
も
及
ぶ
。

「
患
者
の
権
利
」
と
の
関
連
で
は
、
情
報
ア
ク
セ
ス
権
の
行
使
に
つ
い
て
同
法
は
規
定
を
置
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
者

に
そ
の
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
シ
ス
テ
ム
一
般
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
を
認
め
て
い
る（
同
法
三
四
条
以
下
）。
医
療
関
係
の
情
報

を
閲
覧
す
る
場
合
に
は
、
直
接
そ
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
医
師
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る（
同

法
四
〇
条
）。
ま
た
、
閲
覧
請
求
者
は
記
名
情
報
が
非
正
確
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
訂
正
、
不
完
全
な
場
合
に
は
そ
の
補
足
な
ど
、
必
要

に
応
じ
た
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
そ
の
シ
ス
テ
ム
管
理
者
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

生
命
倫
理
と
人
間
の
尊
厳
の
保
障

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
他
の
諸
外
国
と
同
様
、
先
端
生
命
科
学
技
術
の
社
会
的
受
容
を
め
ぐ
る
問
題
へ
の
社
会
的
取
り
組
み
の
必
要
性
が

各
所
で
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て

（
70
）

い
た
。
人
工
生
殖
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
一
九
八
二
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
第
一
例
目
の
体
外
受
精
児

の
誕
生
が
あ
り
、
八
〇
年
代
は
生
命
倫
理
に
関
す
る
社
会
的
論
議
が
喚
起
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
政
府
に
よ
る

政
策
立
案
が
進
み
、
九
〇
年
代
に
入
り
議
会
で
の
検
討
と
審
議
が
行
わ
れ
た
。

こ
う
し
た
十
年
来
の
議
論
の
末
に
、
他
の
西
欧
諸
国
に
遅
れ
を
と
る
か
た
ち
で
、
一
九
九
二
年
に
生
命
倫
理
に
関
す
る
法
案
が
上
程

さ
れ
、
一
九
九
四
年
に
法
案
は
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
は
、
臓
器
・
組
織
の
移
植
、
人
口
生
殖
や
遺
伝
子
操
作
な
ど
の
、
医
療
分
野

で
の
生
命
科
学
技
術
の
発
展
に
対
す
る
立
法
的
解
決
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
法
案
は
、「
人
体
に
関
す
る
民
法
典
を
改
正
す
る
法
律
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案
」、「
人
体
の
要
素
と
産
物
の
贈
与
と
利
用
お
よ
び
人
工
生
殖
に
関
す
る
公
衆
衛
生
法
典
を
改
正
す
る
法
律
案
」、「
健
康
の
保
持
と
改

善
の
研
究
の
た
め
の
記
名
デ
ー
タ
の
扱
い
に
関
す
る
情
報
処
理
、
情
報
フ
ァ
イ
ル
及
び
自
由
に
関
す
る
一
九
七
八
年
一
月
六
日
の
法
律

を
改
正
す
る
法
律
案
」
で
構
成
さ
れ
る
。

人
体
の
法
的
地
位
を
決
め
る
原
理
は
、「
人
体
は
人
格
そ
の
も
の
で
あ
り
、
人
権
の
座
で
あ
る
」と
い
う
基
本
思
想
か
ら
導
か
れ
、「
人

体
は
人
格
が
受
肉
し
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
本
質
の
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
に
相
応
し
い
尊
重
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」と
解
さ

れ
る
。

「
人
体
に
関
す
る
民
法
典
を
改
正
す
る
法
律
案
」
の
前
文
で
は
、、
本
法
は
人
を
す
べ
て
に
優
先
し
て
尊
重
す
る
こ
と
は
社
会
の
基
礎

で
あ
る
と
い
う
原
則
と
科
学
知
識
の
進
歩
お
よ
び
公
衆
衛
生
の
保
全
の
合
法
的
な
要
請
を
調
整
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の

人
を
生
命
の
商
業
化
か
ら
守
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
謳
う
。
そ
し
て
、
民
法
典
一
七
条
に
、
以
下
の
条
文
を
挿
入
す
る
。

民
法
典
一
七
条

す
べ
て
の
人
は
、
自
分
の
身
体
が
尊
重
さ
れ
る
権
利
を
持
つ
。

本
法
は
、
人
体
の
尊
厳
を
保
障
す
る
。

本
法
は
、
人
体
の
不
可
侵
と
譲
渡
不
能
が
保
障
さ
れ
る
条
件
を
定
め
る
。

本
法
は
、
人
の
種
と
一
体
性
を
保
護
す
る
。

民
法
典
一
九
条

治
療
が
必
要
な
と
き
ま
た
は
本
法
に
よ
る
と
き
の
み
、
人
の
身
体
の
一
体
性
に
対
す
る
侵
害
が
許
さ
れ
る
。

本
人
の
明
白
な
同
意
が
事
前
に
採
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
本
人
の
状
態
が
治
療
的
介
入
を
必
要
と
し
、

同
意
が
で
き
る
状
態
で
な
い
よ
う
な
場
合
あ
る
い
は
法
が
免
除
し
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

そ
の
人
体
へ
の
介
入
は
、
第
三
者
の
健
康
及
び
将
来
の
世
代
の
健
康
へ
の
侵
害
を
も
た
ら
す
よ
う
な
効
果
を
も
つ

105

三
〇

医
療
サ
ー
ビ
ス
基
準
の
法
構
造

㈡
（
原
田
）



HA R A D A 更新1 1回 2 0 0 8 年 3月2 1日 5頁

ｎ０８１３２８ 駒澤法学７－４

こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
条
文
で
は
、
人
権
の
座
と
し
て
の
人
体
を
守
る
た
め
に
、
権
利
主
体
と
し
て
の
「
人
」
を
規
定
す
る
部
分
に
、
人
体
の
不
可

侵
（in

v
io
la
b
ilite

）
と
譲
渡
不
能
（in

d
isp
o
n
ib
ilite

）
と
い
う
二
大
原
則
が
立
て
ら
れ
て
い
る
（
民
法
典
一
七
条
）。
不
可
侵
性
の
原
則
は
、

人
の
身
体
へ
の
侵
襲
は
本
人
の
「
自
由
で
明
白
な
」
同
意
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
治
療
も
し
く

は
研
究
な
ど
の
合
法
的
な
目
的
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
譲
渡
不
能
の
原
則
は
、
人
体
と
そ
の
一
部
お
よ
び
産

物
は
財
産
権
の
対
象
に
は
な
ら
ず
、
本
人
の
自
由
な
処
分
権
を
否
定
し
て
い
る（
民
法
典
二
〇
条
以
下
）。
こ
う
し
て
身
体
が
尊
重
さ
れ
る

権
利
を
中
心
と
し
た
人
間
の
尊
厳
の
保
障
が
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

3

薬
害
問
題
と
補
償
を
受
け
る
権
利

血
液
製
剤
に
よ
る
血
友
病
患
者
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
や
輸
血
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
被
害
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
八
〇
年
代
半
ば
に
は
明
ら
か

に
な
っ
て
い
た
。
被
害
の
拡
大
の
直
接
的
な
原
因
は
、
加
熱
製
剤
の
導
入
等
の
安
全
対
策
の
遅
れ
に
あ
る
と
し
て
、
被
害
者
ら
は
関
係

閣
僚
や
中
央
輸
血
セ
ン
タ
ー
の
血
液
事
業
の
責
任
者
に
対
し
て
、
刑
事
告
訴
や
損
害
賠
償
請
求
を
提
起
し
、
九
〇
年
代
初
頭
に
は
、
関

係
者
の
実
刑
判
決
や
損
害
賠
償
請
求
の
認
容
が
相
次
い
で
出
さ

（
71
）

れ
た
。
他
方
、
議
会
に
お
い
て
も
、
一
九
八
七
年
末
頃
か
ら
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感

染
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
一
九
八
九
年
に
は
、
政
府
と
フ
ラ
ン
ス
血
友
病
協
会
、
保
険
会
社
と
の
間
に
補
償
の
た
め
の
国
民
連
帯
基

金
を
創
設
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
定
（É

v
in

協
定
）
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
被
害
補
償
問
題
は
一
旦
は
解
決
さ
れ
た

か
に
み
え
た
が
、
一
九
九
一
年
に
再
び
血
液
製
剤
汚
染
に
関
す
る
問
題
が
浮
上
し
、
政
治
問
題
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
一
年
一

一
月
二
七
日
に
「
社
会
秩
序
に
関
す
る
諸
規
定
に
関
す
る
法
律
」
に
Ｈ
Ｉ
Ｖ
補
償
基
金
の
創
設
を
規
定
す
る
四
七
条
を
急
遽
追
加
す
る

こ
と
に
よ
り
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
補
償
基
金
を
創
設
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
行
わ
れ
た
血
液
製
剤
の
輸
血
ま
た
は
血
液
製
剤
の
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投
与
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
に
起
因
す
る
損
害
を
被
っ
た
者
が
、
補
償
基
金
に
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
の
損
害
す
べ
て

が
塡
補
さ
れ
る
補
償
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
補
償
を
受
け
る
権
利
（d

ro
it a

rep
a
ra
tio
n

）
が
法
制
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

4

貧
困
層
の
社
会
的
排
除
と
医
療
ア
ク
セ
ス
の
権
利

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
・
経
済
危
機
に
よ
り
、
七
〇
年
代
後
半
に
は
、
失
業
者
数
と
失
業
率
は
右
肩
上
が
り
の
増
加
を
み

せ
て
い
た
。
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
そ
の
傾
向
は
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
、
貧
困
は
も
は
や
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
労
働
者
層

も
そ
の
恐
怖
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

（
72
）

い
た
。
八
〇
年
代
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
雇
用
不
安
か
ら
貧
困
へ
と
い
っ
た
雇
用

を
基
軸
と
し
た
、「
新
し
い
貧
困
（n

o
u
v
elle p

a
u
v
rete

）」
は
社
会
政
策
上
の
主
要
な
課
題
と
な
り
、
の
ち
に
「
社
会
的
排
除
（ex

clu
sio
n

 
so
cia
le

）」
と
し
て
政
策
上
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

一
九
八
八
年
に
は
、
社
会
的
排
除
を
解
決
す
べ
く
、
最
低
所
得
手
当
と
参
入
契
約
の
締
結
に
よ
り
排
除
状
況
か
ら
脱
出
さ
せ
る
参
入

の
援
助
を
柱
と
す
る
、
社
会
参
入
最
低
所
得
（
Ｒ
Ｍ
Ｉ
）
に
関
す
る
法
律
が
成
立
し
て
い
る
。
同
法
一
条
は
、「
年
齢
、
心
身
の
状
態
、

収
入
と
就
労
状
況
が
原
因
で
労
働
不
能
の
状
態
に
置
か
れ
た
す
べ
て
の
者
は
、
生
存
に
相
応
し
い
手
段
を
公
共
団
体
か
ら
得
る
権
利
を

有
す
る
」
と
し
、
参
入
の
権
利
が
法
制
化
さ
れ
た
。
参
入
契
約
を
締
結
し
た
Ｒ
Ｍ
Ｉ
受
給
者
は
、
社
会
保
障
を
は
じ
め
多
く
の
社
会
的

権
利
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
医
療
保
障
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
医
療
保
険
制
度
は
、
職
域
保
険
制
度
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

失
業
を
し
た
場
合
、
医
療
保
険
に
未
加
入
ま
た
は
資
格
喪
失
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
Ｒ
Ｍ
Ｉ
で
は
、
Ｒ
Ｍ
Ｉ
の
受
給
者
と
そ

の
世
帯
構
成
員
は
、
医
療
保
険
に
未
加
入
ま
た
は
資
格
喪
失
の
場
合
に
は
、
医
療
扶
助
の
拠
出
に
よ
る
個
人
保
険
（a

ssu
ra
n
ce p

erso
n
-

n
elle

）へ
の
加
入
措
置
が
採
ら
れ
、
一
般
の
被
用
者
保
険
と
同
等
の
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
負
担
分
に
つ
い
て
は
、
医
療

扶
助
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
は
医
療
の
完
全
無
償
化
が
実
現
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
貧
困
者
の
医
療
ア
ク
セ
ス
の
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権
利
が
平
等
に
保
障
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

二

「
患
者
の
権
利
」
の
法
制
化

1

一
九
九
一
年
病
院
改
革
法
の
制
定

一
九
七
〇
年
病
院
改
革
法
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
病
院
医
療
体
制
の
今
日
の
基
盤
が
構
築
さ
れ
た
が
、
八
〇
年
代
に
入
る
と
様
々
な

課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
八
〇
年
代
は
、
財
政
的
に
は
混
迷
期
に
あ
り
、
か
つ
、
医
学
の
発
展
に
伴
う
医
療
の
あ
り
方
の
変
化
な
ど

が
み
ら
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
八
〇
年
代
の
医
療
を
め
ぐ
る
背
景
と
し
て
、
一
九
八
三
年
以
降
の
総
枠
予
算
制
度
（b

u
d
g
et

（
73
）

g
lo
b
a
l

）
を

採
用
し
た
病
院
予
算
政
策
の
結
果
、
医
療
施
設
は
病
院
の
機
能
や
病
院
の
任
務
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
見
直
し
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
こ

と
、
八
〇
年
代
の
医
療
技
術
の
発
展
（
情
報
化
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
展
）
の
結
果
、
入
院
医
療
に
か
わ
る
代
替
的
な
医
療
の
展
開

が
み
ら
れ
た
こ
と
、
平
均
余
命
の
伸
長
、
高
齢
者
の
増
加
、
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
の
よ
う
な
新
た
な
病
理
の
危
険
性
に
対
し
て
医

療
資
源
の
配
分
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
医
療
消
費
者
の
概
念
の
展
開
が
み
ら
れ
、
患
者
や
障
害
を
も
つ
人
の
行
動
に
進

展
が
み
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら

（
74
）

れ
る
。

当
時
の
保
健
医
療
大
臣
で
あ
るC

la
u
d
e É

v
in

は
、
一
九
八
九
年
四
月
一
二
日
の
大
臣
会
議
で
の
報
告
書
『
一
九
八
九－

一
九
九
二

年
の
医
療
政
策
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』
の
な
か
で
、
病
院
改
革
目
的
と
し
て
、
地
域
へ
の
病
院
の
開
放
、
病
院
に
対
す
る
種
々
の
障

壁
の
除
去
、
地
域
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
導
入
及
び
促
進
、
公
的
セ
ク
タ
ー
と
私
的
セ
ク
タ
ー
と
の
間
の
財
政
の
調
和
を
掲
げ
て

（
75
）

い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
報
告
書
を
も
と
に
、
フ
ラ
ン
ス
全
土
二
五
ヵ
所
で
病
院
医
療
制
度
改
革
に
関
す
る
公
聴
会
が
開
催
さ
れ
、
市
民
参
加
に

よ
る
検
討
が
行
わ

（
76
）

れ
た
。
こ
れ
ら
作
業
を
通
し
て
、
政
府
は
病
院
改
革
に
関
す
る
法
案
を
作
成
し
、
一
九
九
一
年
七
月
三
一
日
に
病
院
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改
革
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
一
九
九
一
年
法
」
と
す
る
。）
が
制
定
し
た
。

当
時
の
保
健
医
療
大
臣
の
名
を
と
っ
てÉ

v
in

改
革
と
呼
ば
れ
た
一
九
九
一
年
法
は
、
私
立
営
利
病
院
の
こ
れ
ま
で
の
あ
り
方
を
激

変
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
九
一
年
法
は
、
一
九
七
〇
年
法
の
枠
組
を
廃
止
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、「
調
和（h

a
rm
o
n
isa
tio
n

）」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
①
病
人
（m

a
la
d
e

）
の
権
利
の
基
本
原
則
の
法
制
化
、
②
医
療
施
設
の
任
務
と
義
務
の
強
化
、
③
医
療
施
設
・

医
療
活
動
の
評
価
、
④
病
院
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
簡
素
化
、
⑤
医
療
計
画
の
改
革
、
⑥
「
医
療
公
施
設
（eta

b
lissem

en
t p
u
b
lic d

e sa
n
te

）」

の
概
念
規
定
の
創
設
な
ど
、
一
九
七
〇
年
法
の
内
容
の
多
く
が
刷
新
さ
れ
た
。「
患
者
の
権
利
」の
展
開
と
の
関
係
で
、
以
下
で
は
、
医

療
施
設
の
任
務
と
義
務
の
強
化
と
病
人
の
権
利
の
基
本
原
則
の
法
制
化
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

2

医
療
公
施
設
の
創
設
と
医
療
施
設
の
任
務

1

医
療
公
施
設
の
創
設

一
九
九
一
年
法
は
、「
医
療
公
施
設
は
、
運
営
上
及
び
財
政
上
自
治
権
の
与
え
ら
れ
た
公
法
上
の
法
人
で
あ
る
」と
し
て
、
病
院
や
診

療
所
と
い
っ
た
違
い
を
超
え
た
新
し
い
法
的
地
位
を
生
み
出
し
た（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

六
一
四
一

一
条
）。
医
療
公
施
設
と
い
う
法
的
地

位
の
創
設
は
、単
な
る
用
語
の
違
い
を
超
え
た
、フ
ラ
ン
ス
の
医
療
・
予
防
に
関
す
る
任
務
を
新
し
く
定
義
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ

（
77
）

れ
る
。

医
療
公
施
設
の
創
設
の
特
徴
は
、
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
の
公
立
医
療
施
設
と
私
立
医
療
施
設
と
い
っ
た
伝
統
的
区
分
を
医
療
公
施
設
に

転
換
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
伝
統
的
な
医
療
提
供
方
式
の
違
い
を
超
え
て
、
医
療
と
予
防
組
織
を
包
括
化
し
た
こ
と
に
あ
る
。

医
療
公
施
設
の
主
た
る
目
的
は
工
業
的
な
も
の
で
も
な
く
、
商
業
的
な
も
の
で
も
な
い（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

六
一
四
一

一
条
）。
医
療

公
施
設
は
、
行
政
的
公
施
設
に
属
し
、
公
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
医
療
公
施
設
の
活
動
の
性
質
は
権
限
裁
判
所
で

も
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
で
も
「
行
政
的
」
性
格
を
有
す
る
と
さ
れ
て

（
78
）

い
る
。
例
え
ば
、
医
療
公
施
設
の
活
動
に
お
い
て
、
入
院
患
者
の
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た
め
の
テ
レ
ビ
機
器
の
調
達
や
入
院
患
者
に
対
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
業
務
も
病
院
公
役
務
の
要
素
で
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
に
か

か
る
争
訟
は
行
政
裁
判
系
統
と
さ

（
79
）

れ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
病
院
公
役
務
の
概
念
が
、
ケ
ア
・
研
究
・
教
育
・
予
防
と
い
っ
た
従
来

想
定
さ
れ
て
い
た
範
囲
か
ら
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ

（
80
）

か
る
。
し
か
し
、
実
際
は
、
物
的
・
人
的
資
源
の
制
約
の
中
で
、
医
療
公
施
設

は
副
次
的
な
も
の
を
民
間
に
委
託
し
な
が
ら
病
院
公
役
務
の
任
務
を
実
施
し
て
い
る
（
公
衆
衛
生
法
典
Ｒ．

七
一
四－

三

四
（
81
）

八
条
）。

2

医
療
施
設
の
任
務
と
義
務

一
九
九
一
年
法
は
、
医
療
施
設
（eta

b
lissem

en
t d
e sa

n
te

）
の
任
務
と
義
務
に
関
す
る
規
定
を
公
衆
衛
生
法
典
に
置
い
た
。
医
療
施

設
は
、「
公
立
ま
た
は
私
立
の
医
療
施
設
は
、
診
断
検
査
、
病
人
・
負
傷
者
・
妊
婦
の
治
療
及
び
監
護
の
確
保
を
す
る
」
と
定
義
さ
れ
る

（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

六
一
一
一

一
条
）。
医
療
施
設
は
、
入
院
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
短
期
間
ま
た
は
急
性
期
の
ケ
ア
、
社
会
復
帰
を
目

的
と
す
る
ケ
ア
（
継
続
的
ケ
ア
、
治
療
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
継
続
的
ケ
ア
を
要
求
す
る
患
者
へ
の
ケ
ア
）、
入
院
を
伴
う
長
期
ケ

ア
を
提
供
す
る
と
さ
れ
る
（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

六
一
一
一

二
条
）。

こ
の
よ
う
に
、
医
療
公
施
設
と
営
利
・
非
営
利
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
私
立
医
療
施
設
を
医
療
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
任
務
を

法
典
上
明
記
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
病
院
立
法
に
お
け
る
営
利
病
院
施
設
へ
の
公
権
力
の
関
与
不
足
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
。
こ
れ
は
、
医
療
施
設
の
任
務
を
改
め
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
一
九
八
〇
年
代
に
拡
大
し
て
き
た
営
利
医
療
施
設
に
枠
付
け
を

行
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
公
衆
衛
生
法
典
は
、
公
立
医
療
施
設
と
営
利
・
非
営
利
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
私
立
医
療
施
設
に
対

し
て
、
開
設
許
可
に
か
か
る
規
制
の
み
な
ら
ず
、
医
療
施
設
の
業
務
に
関
す
る
規
制
を
行
う
素
地
を
確
立
し
た
。

法
律
上
の
医
療
施
設
で
あ
る
か
否
か
は
、
単
な
る
立
法
上
の
区
分
に
と
ど
ま
ら
ず
、
医
療
政
策
全
般
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
す
な
わ
ち
、

医
療
施
設
で
あ
れ
ば
、
医
療
地
図
の
記
載
対
象
施
設
と
な
り
、
同
時
に
許
可
制
度
の
対
象
と
な
る
。
さ
ら
に
、
医
療
認
証
評
価
を
受
け
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な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
加
え
て
医
療
文
書
に
か
か
る
組
織
や
苦
情
解
決
委
員
会
な
ど
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
に
、
医
療
施
設
で
あ
る
か
否
か
は
、
医
療
政
策
上
、
ど
の
よ
う
な
法
的
地
位
に
あ
る
か
を
確
定
す
る
意
味
で
極
め
て
重
要
な
事
項

で
あ
る
。
し
か
し
、
医
療
施
設
の
定
義
と
任
務
は
公
衆
衛
生
法
典
上
明
記
し
て
い
る
が
、
医
療
施
設
の
任
務
が
入
院
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
ケ
ア
の
提
供
と
し
て
い
る
た
め
、
医
療
施
設
の
区
分
基
準
は
曖
昧
さ
を
残
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
消
化
器
系
内
視
鏡
検
査
が
可
能
な

内
科
の
開
業
診
療
所
や
通
院
外
科
の
診
療
所
な
ど
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
行
政
裁
判
所
に
よ
る
と
、
医
療
施
設
の
区
分
基
準
は
当

該
医
療
施
設
の
活
動
の
性
格
に
の
み
依
拠
す
る
こ
と
と
さ

（
82
）

れ
る
。
ま
た
、
別
の
事
件
で
は
、
患
者
の
入
院
は
医
療
施
設
の
定
義
の
た
め

の
必
要
条
件
で
は
な
い
た
め
、自
由
開
業
医
の
診
療
所
で
も
医
療
施
設
の
一
翼
を
担
う
入
院
代
替
ケ
ア
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と

（
83
）

し
た
。

一
方
、
美
容
整
形
外
科
を
行
う
施
設
は
、
明
白
な
治
療
を
行
う
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
公
衆
衛
生
法
典
上
の
医
療
施
設
の
資
格
を
有

さ
な
い
と
さ

（
84
）

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
医
療
施
設
の
定
義
の
曖
昧
さ
は
、
結
果
と
し
て
は
非
入
院
組
織
も
医
療
施
設
と
し
て
認
め
る
こ
と

を
承
認
し
て
い
る
。
近
年
で
は
、
こ
う
し
た
組
織
に
は
放
射
線
療
法
セ
ン
タ
ー
や
透
析
セ
ン
タ
ー
、
グ
ル
ー
プ
診
療
所
と
い
っ
た
様
々

な
形
態
の
も
の
が
あ
り
、
医
療
施
設
の
定
義
は
益
々
混
迷
を
深
め
て

（
85
）

い
る
。

3

病
人
の
権
利
の
基
本
原
則
の
法
制
化

一
九
七
四
年
の
入
院
患
者
憲
章
が
制
定
さ
れ
て
以
降
、
立
法
も
時
代
も
新
た
な
入
院
患
者
に
関
す
る
権
利
憲
章
を
求
め
る
こ
と
に
な

る
。
一
九
九
一
年
法
で
は
、
公
衆
衛
生
法
典
の
（
旧
）
Ｌ．

七
一
〇

一
条
（（
現
）
Ｌ．

一
一
一
〇

八
条
）
に
医
療
施
設
に
受
け
入
れ
ら

れ
る
疾
病
者
の
権
利
と
し
て
、
選
択
の
自
由
、
医
療
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

選
択
の
自
由
に
つ
い
て
は
、「
医
療
従
事
者
と
医
療
施
設
の
選
択
の
自
由
に
関
す
る
病
人
の
権
利
は
、
保
健
医
療
立
法
の
基
本
原
則
で

あ
る
」（
公
衆
衛
生
法
典
（
旧
）
Ｌ．

七
一
〇

一
条
）
と
し
て
い
る
。
他
の
社
会
保
護
制
度
の
中
で
選
択
の
自
由
の
原
則
が
制
約
さ
れ
る
場
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合
は
、
医
療
施
設
の
技
術
的
な
受
入
れ
能
力
、
被
保
険
者
へ
の
償
還
を
す
る
ケ
ア
に
関
す
る
許
可
基
準
に
よ
る
も
の
以
外
は
認
め
ら
れ

な
い
。
選
択
の
自
由
に
関
す
る
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

七
一
〇

一
条
の
規
定
は
、
提
出
法
案
で
は
医
療
施
設
の
任
務
と
義
務
の
な
か
に
書

か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
元
老
院
で
の
審
議
の
際
、
病
人
の
基
本
的
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
る
規
定
に
変
更
さ
れ
た
。

ま
た
、
医
療
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
、
医
療
施
設
は
医
療
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
を
患
者
に
開
示
す
る
際
に
は
、
患

者
に
よ
っ
て
開
示
の
た
め
に
指
定
さ
れ
た
医
療
従
事
者
の
仲
介
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
「
仲
介
の
原
則
（p

rin
cip
le d

e la m
ed
ia
tio
n

）」

を
明
記
し
た
（
公
衆
衛
生
法
典
（
旧
）
Ｌ．

七
一
〇

（
86
）

二
条
）。
開
示
の
た
め
に
指
定
さ
れ
た
医
療
従
事
者
（
一
般
医
、
公
立
・
私
立
病
院
の
専

門
医
）
は
、
倫
理
規
定
を
尊
重
し
て
医
療
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
る
（
公
衆
衛
生
法
典
（
旧
）
Ｒ．

七
一
〇

二

二
条
）。
ま
た
、
患
者

個
人
の
情
報
は
、
個
人
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
転
院
時
に
、
公
立
ま
た
は
私
立
の
保
健
医
療
施
設
の
入
院
患
者
す
べ
て
に
対
し
て
、
最

低
限
の
情
報
を
含
ん
だ
医
療
診
療
録
を
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
が
あ
る
（
旧
公
衆
衛
生
法
典
Ｒ．

七
一
〇－

二－

一
条
〜
Ｒ．

七
一

〇－

二－

一
〇
条
）。
看
護
記
録
が
あ
る
場
合
、
医
療
診
療
録
に
そ
の
内
容
を
明
記
さ
れ
る
。
患
者
の
す
べ
て
の
情
報
に
か
か
る
書
類
の
保

存
は
、
秘
密
保
持
と
管
理
が
徹
底
さ
れ
る
。
翌
年
、
医
療
文
書
の
定
義
や
開
示
方
法
を
詳
細
に
定
め
た
一
九
九
二
年
三
月
三
〇
日
の
九

二－

三
二
九
号
デ
ク
レ
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
医
療
文
書
に
関
す
る
諸
権
利
を
最
初
に
定
め
た
一
九
七
四
年
三
月
七
日
の
七

四－

二
三
〇
号
デ
ク
レ
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
権
利
は
一
九
七
四
年
入
院
患
者
憲
章
や
他
の
立
法
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
公
衆
衛
生
法
典
の
な
か
に
病
人
の
権

利
が
明
記
さ
れ
た
の
は
同
法
典
が
制
定
さ
れ
て
以
来
初
め
て
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
公
立
病
院
を
対
象
と
し
た
入
院
患
者
憲
章
で
あ

る
七
四

二
七
号
デ
ク
レ
と
は
異
な
り
、
そ
の
対
象
は
公
立
・
私
立
、
営
利
・
非
営
利
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
医
療
施
設
に
適
用
さ
れ
る
。
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三

一
九
九
五
年
入
院
患
者
憲
章
へ
の
展
開

1

一
九
九
五
年
入
院
患
者
憲
章
の
規
定
の
概
要

公
衆
衛
生
法
典
で
の
患
者
の
権
利
規
定
の
明
文
化
に
加
え
、
議
会
内
で
は
、
新
し
い
権
利
憲
章
を
求
め
る
声
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
、

一
九
九
四
年
に
生
命
倫
理
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
、
入
院
患
者
憲
章
の
改
正
を
求
め
る
大
き
な
要
因
と

（
87
）

な
り
、
一
九
九
五
年
五

月
二
二
日
の
九
五－
二
二
号
の
大
臣
通
達
に
よ
り
、
入
院
患
者
憲
章
が
改
定
さ

（
88
）

れ
た
。

一
九
九
五
年
入
院
患
者
憲
章
は
、
憲
章
の
前
文
か
ら
始
ま
り
、
①
病
院
公
役
務
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
②
ケ
ア
、
③
患
者
及
び
そ
の
近
親

者
の
情
報
、
④
同
意
の
一
般
原
則
、
⑤
特
定
行
為
に
対
す
る
特
定
の
同
意
と
個
人
の
自
由
、
⑦
個
人
と
そ
の
私
生
活
の
尊
重
、
⑧
私
生

活
お
よ
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
、
⑨
行
政
及
び
医
療
文
書
に
含
ま
れ
る
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
⑩
苦
情
の
申
立
て
の
一
〇
項
目
か
ら

な
る
。
憲
章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項
は
、
公
衆
衛
生
法
典
や
社
会
保
障
法
典
、
そ
の
他
各
種
政
省
令
、
通
達
な
ど
に
規
定
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
五
年
入
院
患
者
憲
章
は
、
通
達
と
い
う
形
式
で
公
布
さ
れ
て
お
り
、
入
院
患
者
の
諸
権
利
を
総
合
化
し
、
具

体
的
に
患
者
の
基
本
的
権
利
を
当
事
者
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
さ

（
89
）

れ
る
。
こ
の
た
め
、
一
九
九
五
年
入
院
患
者
憲
章
の
規
定
は
、
入
院

に
関
す
る
患
者
の
処
遇
を
列
挙
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
個
々
の
事
項
の
法
的
拘
束
力
は
、
個
々
の
事
項
を
規
定
す
る
法
令
に
委
ね
ら

れ
て

（
90
）

い
る
。

2

前
文

前
文
で
は
、「
入
院
ま
た
は
在
宅
入
院
す
る
患
者
、
負
傷
者
、
妊
婦
及
び
施
設
に
入
所
し
て
い
る
高
齢
者
は
、
権
利
と
義
務
を
も
つ
一

人
の
人
間
で
あ
」
り
、「
患
者
は
、
疾
病
、
障
害
ま
た
は
年
齢
と
い
っ
た
観
点
か
ら
だ
け
で
判
断
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」
と
し
て
、
患

者
の
位
置
付
け
を
示
す
。
そ
し
て
、
病
院
は
、
市
民
権
と
フ
ラ
ン
ス
法
の
一
般
原
則
、
す
な
わ
ち
、
差
別
の
禁
止
、
人
格
、
個
人
の
自
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由
、
個
人
の
生
命
、
自
律
の
尊
重
が
守
ら
れ
る
よ
う
に
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
人
体
の
尊
重
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
様
々
な
原

則
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
病
院
は
患
者
の
本
位
を
保
障
し
、
患
者

の
尊
厳
を
侵
害
す
る
一
切
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

入
院
患
者
憲
章
の
適
用
は
、
病
院
が
う
ま
く
機
能
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
病
院
職
員
と
患
者
が
従
う
べ
き
義
務
事
項
の

か
た
ち
で
具
体
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
患
者
は
、
義
務
事
項
を
明
記
し
た
病
院
内
規
に
つ
い
て
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す

る
。
そ
こ
で
、
患
者
に
関
す
る
規
則
並
び
に
病
院
、
病
院
職
員
及
び
患
者
に
適
用
さ
れ
る
義
務
事
項
は
、
可
能
な
ら
ば
入
院
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
に
綴
じ
こ
ま
れ
、
入
院
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
添
付
さ
れ
る
退
院
ア
ン
ケ
ー
ト
と
と
も
に
、
患
者
一
人
一
人
に
入
院
時
に
手
渡
す
も
の
と

す
る
。

3

一
九
九
五
年
入
院
患
者
憲
章
の
諸
規
定

こ
こ
で
は
、
一
九
九
五
年
入
院
患
者
憲
章
の
諸
規
定
の
項
目
だ
け
を
列
挙
し
て
お
く
。

◯1

病
院
公
役
務
へ
の
ア
ク
セ
ス

病
院
公
役
務
を
保
障
す
る
病
院
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
事
項
を
規
定
す
る
。

無
差
別
受
入
れ
の
原
則

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
実
施

意
思
表
示
の
手
段
の
確
保

低
所
得
者
の
医
療
費
の
保
障

生
活
困
窮
者
の
最
優
先
の
受
入
れ
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院
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
と
の
連
携

◯2

ケ
ア

す
べ
て
の
医
療
施
設
を
対
象
と
す
る
ケ
ア
に
関
す
る
規
定
を
お
く
。

応
急
的
診
療
、
継
続
的
医
療
の
実
施

緩
和
医
療
の
実
施

終
末
期
医
療
の
実
施

◯3

患
者
お
よ
び
近
親
者
の
情
報

す
べ
て
の
医
療
施
設
を
対
象
と
す
る
患
者
及
び
近
親
者
の
情
報
に
関
す
る
規
定
を
お
く
。

医
師
に
対
す
る
患
者
の
医
療
上
の
秘
密
の
保
護
の
例
外
と
患
者
の
医
師
に
対
す
る
情
報
提
供
義
務

未
成
年
者
・
判
断
能
力
の
欠
い
た
者
の
情
報
の
取
扱
い

情
報
提
供
の
例
外

◯4

同
意
の
一
般
原
則

す
べ
て
の
医
療
施
設
を
対
象
と
す
る
同
意
原
則
に
関
す
る
規
定
を
お
く
。

同
意
な
し
の
医
療
行
為
の
禁
止

未
成
年
者
・
判
断
能
力
の
欠
い
た
者
の
同
意
原
則

◯5

特
定
行
為
に
対
す
る
特
定
の
同
意

同
意
の
一
般
原
則
に
加
え
て
、
次
の
行
為
に
つ
い
て
特
別
の
同
意
の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
。
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生
命
医
学
研
究

臓
器
摘
出

検
死

エ
イ
ズ
検
診

◯6

個
人
の
自
由

す
べ
て
の
医
療
施
設
を
対
象
と
す
る
個
人
の
自
由
に
関
す
る
規
定
を
お
く
。

精
神
障
害
を
理
由
と
す
る
入
院
の
処
遇

◯7

個
人
と
そ
の
私
生
活
の
尊
重

す
べ
て
の
医
療
施
設
を
対
象
と
す
る
個
人
と
そ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重
に
関
す
る
規
定
を
お
く
。

す
べ
て
の
場
面
で
の
個
人
と
そ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重

診
療
の
際
の
教
育
実
習
生
の
同
伴
に
対
す
る
事
前
許
可

信
条
の
尊
重

快
適
空
間
維
持
の
努
力

待
ち
時
間
緩
和
の
努
力

◯8

私
生
活
お
よ
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利

す
べ
て
の
医
療
施
設
を
対
象
と
す
る
個
人
と
そ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重
に
関
す
る
規
定
を
お
く
。

入
院
情
報
の
秘
密
保
持
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来
訪
者
、
外
部
通
信
の
自
由

◯9

行
政
及
び
医
療
文
書
に
含
ま
れ
る
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス

病
院
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
内
の
自
己
の
情
報
を
知
る
権
利

病
院
事
務
文
書
の
閲
覧
請
求
の
権
利

◯10

苦
情
の
申
立
て

病
院
長
へ
の
意
見
表
明
権

病
院
長
へ
の
損
害
回
復
の
申
立
権

四

ジ
ュ
ペ
・
プ
ラ
ン
に
よ
る
患
者
の
権
利
の
法
制
化

1

ジ
ュ
ペ
・
プ
ラ
ン
に
よ
る
病
院
改
革

一
九
九
一
年
法
の
改
革
が
二
一
世
紀
に
向
け
た
改
革
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
改
革
と
費
用
抑
制
策
は
効
果
を
あ
げ
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
九
三
年
、
計
画
委
員
会
の
医
療
シ
ス
テ
ム
将
来
像
検
討
グ
ル
ー
プ
の
報
告
書
『
二
〇
一
〇
年
の
保
健

（
91
）

医
療
』

を
皮
切
り
に
、
一
九
九
四
年
の
計
画
委
員
会
の
報
告
書
『
医
療
シ
ス
テ
ム
と
医
療
保
険

（
92
）

白
書
』
な
ど
が
相
次
い
で
提
出
さ
れ
、
各
方
面

か
ら
改
革
の
た
め
の
提
案
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
九
五
年
六
月
一
六
日
に
設
置
さ
れ
た
病
院
改
革
高
等
評
議
会
（H

a
u
t co

n
-

seil d
e la refo

rm
e h

o
sp
ita
liere

）
は
、
一
九
九
五
年
の
大
統
領
選
を
制
し
た
シ
ラ
ク
大
統
領
か
ら
任
命
を
受
け
た
ジ
ュ
ペ
首
相
の
政

策
の
方
向
性
を
模
索
す
る
役
割
を
担

（
93
）

っ
た
。
同
評
議
会
は
、
①
入
院
医
療
の
提
供
に
関
す
る
規
定
の
修
正
、
②
医
療
従
事
者
の
地
位
と

責
任
の
明
確
化
及
び
医
療
需
要
の
効
率
化
の
促
進
、③
病
院
財
源
の
効
率
性
化
を
改
革
の
原
則
に
掲
げ
た
。こ
れ
を
基
に
し
な
が
ら
ジ
ュ
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ペ
・
プ
ラ
ン
が
策
定
さ
れ
た
。
ジ
ュ
ペ
・
プ
ラ
ン
は
、
社
会
保
障
制
度
を
よ
り
公
正
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
関
連
す
る
す
べ
て
の
組

織
の
責
任
を
強
化
し
、
社
会
保
障
財
政
の
慢
性
的
赤
字
を
解
消
し
、
二
一
世
紀
に
向
け
た
社
会
保
障
制
度
の
構
築
を
目
指
す
も
の
で
あ

る
。
ジ
ュ
ペ
・
プ
ラ
ン
の
改
革
の
考
え
方
と
し
て
、
①
改
革
理
念
と
し
て
の
公
平
（ju

stice

）
の
確
保
、
②
改
革
の
原
則
と
し
て
責
任

（resp
o
n
sa
b
ilite

）
の
強
化
、
③
改
革
の
実
行
の
た
め
に
迅
速
性
（u
rg
en
ce

）
と
い
う
三
つ
の
柱
が
立
て
ら
れ
て

（
94
）

い
る
。
こ
の
３
つ
の
柱

に
つ
き
、
疾
病
保
険
制
度
の
普
遍
化
、
年
金
に
お
け
る
平
等
性
の
確
保
、
よ
り
公
平
で
よ
り
有
効
的
な
家
族
政
策
、
社
会
保
護
財
政
の

改
革
、
責
任
の
明
確
化
と
医
療
シ
ス
テ
ム
管
理
の
刷
新
、
病
院
改
革
、
医
療
費
抑
制
措
置
等
の
具
体
的
な
改
革
が
掲
げ
ら
れ
た
。

こ
の
ジ
ュ
ペ
・
プ
ラ
ン
は
、
一
九
九
五
年
一
一
月
一
五
日
と
一
六
日
に
国
民
議
会
と
元
老
院
に
お
い
て
示
さ
れ
、
両
議
院
の
圧
倒
的

多
数
の
支
持
を

（
95
）

得
た
。
こ
う
し
て
政
府
は
、
具
体
的
な
改
革
を
実
施
す
る
立
法
作
業
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
政
府
は
、
政
府
へ

の
授
権
法
案
や
社
会
保
障
財
政
法
を
設
け
る
憲
法
修
正
法
な
ど
を
成
立
さ
せ
た
の
ち
、
一
九
九
六
年
四
月
に
は
、
社
会
保
障
組
織
に
関

す
る
オ
ル
ド
ナ

（
96
）

ン
ス
と
医
療
費
抑
制
に
関
す
る
オ
ル
ド
ナ

（
97
）

ン
ス
、
公
立
・
私
立
病
院
改
革
に
関
す
る
オ
ル
ド
ナ

（
98
）

ン
ス
を
公
布
し
、
医
療

改
革
に
か
か
る
ジ
ュ
ペ
・
プ
ラ
ン
が
具
体
化
さ
れ
た
。

こ
の
う
ち
、
一
九
九
六
年
四
月
二
四
日
の
公
立
・
私
立
病
院
改
革
に
関
す
る
九
六－

三
四
六
号
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
（
以
下
、「
九
六－

三
四

六
号
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
」
と
す
る
。）
は
第
一
編
か
ら
第
八
編
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
編
で
は
、
患
者
の
権
利
に
関
す
る
条
文
が
改
正
さ

れ
た
。
第
二
編
で
は
、
医
療
施
設
の
活
動
の
評
価
、
認
証
、
分
析
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
、
第
三
編
で
は
、
目
標
と
方
法
に
関
す

る
契
約
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
第
四
編
で
は
、
新
た
に
設
置
さ
れ
た
機
関
で
あ
る
地
方
病
院
庁
（
Ａ
Ｒ
Ｈ
）
に
つ
い
て
の
規

定
が
設
け
ら
れ
た
。
第
五
編
で
は
、
医
療
施
設
の
財
政
に
つ
い
て
、
第
六
編
で
は
、
保
健
医
療
設
備
の
組
織
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
規
定

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
七
編
で
は
、
地
方
医
療
組
織
計
画
（
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
）
に
つ
い
て
、
第
八
編
で
は
、
公
立
医
療
施
設
の
組
織
に
つ
い

92

四
三

医
療
サ
ー
ビ
ス
基
準
の
法
構
造

㈡
（
原
田
）



HA R A D A 更新1 1回 2 0 0 8 年 3月2 1日 1 8頁

ｎ０８１３２８ 駒澤法学７－４

て
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
い
る
。

2

九
六－

三
四
六
号
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
と
患
者
の
権
利

一
九
九
一
年
法
に
よ
っ
て
公
衆
衛
生
法
典
（
旧
）
Ｌ．

七
一
〇－

一
条
に
病
人
の
権
利
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
が
、
九
六－

三
四
六

号
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
は
、
さ
ら
に
公
衆
衛
生
法
典
（
旧
）
Ｌ．

七
一
〇－

一－

一
条
及
び
（
旧
）
Ｌ．

七
一
〇－

一－

二
条
に
患
者
の

権
利
に
つ
い
て
の
規
定
を
追
加
し
た
。

ま
ず
、
Ｌ．

七
一
〇－
一－

一
条
で
は
、
質
に
関
す
る
権
利
を
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、
患
者
の
受
入
れ
の
質
は
す
べ
て
の
医
療
施
設

の
基
本
目
標
で
あ
り
、
す
べ
て
の
医
療
施
設
は
患
者
の
満
足
度
調
査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
一
九
九
六
年

病
院
改
革
で
新
た
に
設
置
さ
れ
た
全
国
医
療
認
証
評
価
機
構
（
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｅ
Ｓ
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
一
九
九
五
年
入

院
患
者
憲
章
が
記
載
さ
れ
た
病
院
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（liv

ret d
’a
ccu

eil

）
を
患
者
に
手
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
Ｌ．

七
一
〇－

一－

二
条
で
は
、
入
院
患
者
の
権
利
義
務
の
尊
重
を
保
障
す
る
医
療
施
設
内
の
体
制
を
整
備
す
る
た
め
に
各

施
設
ご
と
に
内
規
を
定
め
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
施
設
活
動
に
よ
り
被
害
を
被
っ
た
と
思
わ
れ
る
患
者
が
苦
情
を
申
立
て

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
て
の
医
療
施
設
に
苦
情
解
決
（co

n
cilia

tio
n

）
委
員
会
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ

た
。こ

の
よ
う
に
、
一
九
九
一
年
病
院
改
革
法
で
は
、
病
人
の
医
療
従
事
者
及
び
医
療
施
設
の
選
択
の
自
由
と
医
療
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス

の
権
利
が
法
制
化
さ
れ
た
の
に
対
し
、
九
六
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
は
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
関
連
し
た
患
者
（p

a
tien

t

）
の
権
利
と
し

て
、
医
療
の
質
へ
の
権
利
や
苦
情
申
立
て
の
権
利
が
法
制
化
さ
れ
て
い
る
。
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五
É
vin

報
告
書
に
み
る
「
医
療
制
度
の
利
用
者
」
概
念

1
 É

vin

報
告
書
の
概
要

医
療
制
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
者
の
権
利
を
具
体
的
に
認
識
し
た
最
初
の
公
的
文
書
は
、
一
九
九
六
年
にC

la
u
d
e É

v
in

が
経
済
社

会
評
議
会
に
提
出
し
た
経
済
社
会
評
議
会
の
報
告
書
『
病
人
の
諸
権
利«L

es d
ro
its d

e la p
erso

n
n
e m

a
la
d
e»

』（
後
に
、「É

v
in

報

告
書
」
と
よ
ば
れ
る
。）
で

（
99
）

あ
る
。
同
報
告
書
は
、
一
九
九
四
年
一
二
月
二
二
日
に
経
済
社
会
評
議
会
か
ら
病
人
の
権
利
に
関
す
る
問
題
の

検
討
の
付
託
を
受
け
た
社
会
問
題
部
会
が
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

同
報
告
書
で
は
、
取
扱
わ
れ
る
場
面
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
ず
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
医
療
保
障
の
諸
権
利
や
患
者
の
権
利
、
入
院
患
者

の
権
利
、
病
人
の
権
利
の
概
念
整
理
を
試
み
て
い
る
。
ま
ず
、
病
人
の
諸
権
利
は
、
市
民
権
的
要
素
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
権
利

（
例
え
ば
、
ケ
ア
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
治
療
の
平
等
な
ど
）と
そ
の
者
が
医
療
制
度
で
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
違
い
や
特
性
に
着
目
し
た
権
利
と

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

（

）

い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
総
称
し
て
同
報
告
書
で
は
「
病
人
の
諸
権
利
」
と
称
す
る
が
、
こ
の

権
利
は
最
近
に
な
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
評
価
検
討
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

医
療
制
度
に
接
す
る
市
民
の
権
利
と
医
療
制
度
の
利
用
者
の
権
利
に
分
類
す
る
「
患
者
の
権
利
」
の
捉
え
方
は
、
医
療
や
患
者
に
か

か
る
権
利
の
諸
相
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
病
気
に
な
り
医
療
的
処
置
が
必
要
な
患
者
（p

a
tien

t

）
に
関
心
を
示
し
て
き
た
立
法

に
新
た
な
視
点
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
医
療
制
度
と
接
点
を
有
す
る
市
民
の
権
利
が
す
べ
て
の
市
民
の
権
利
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
医
療
制
度
に
お
け
る
利
用
者
の
権
利
は
医
師
と
病
人
と
の
間
の
関
係
に
お
け
る
権
利
で
あ
る
。
医
師
と
接
点
を
有
す
る
の

は
患
者
の
み
な
ら
ず
、
健
康
診
査
の
受
診
者
や
予
防
接
種
を
受
け
る
者
、
妊
産
婦
な
ど
必
ず
し
も
疾
病
を
有
す
る
者
ば
か
り
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
分
類
に
よ
る
権
利
の
捉
え
方
は
、
患
者
と
医
師
と
い
う
二
者
間
の
問
題
か
ら
、
医
療
制
度
の
利
用
者
を
医
療
保
険
制
度
を
は
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じ
め
社
会
保
障
制
度
の
な
か
で
も
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
利
用
者
と
い
う
主
体
の
空
間
的
広
が
り
の
認
識
と
こ
れ
に
対

応
す
る
権
利
保
障
の
実
現
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
たÉ

v
in

報
告
書
で
登
場
し
た
病
人
の
諸
権
利
は
、
後
の
二

〇
〇
二
年
三
月
四
日
法
に
よ
り
公
衆
衛
生
法
典
上
に
法
制
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
二
つ
の
権
利
の
諸
項
目
に
ふ
れ

て
お
こ
う
。

2

病
人
の
諸
権
利

1

医
療
制
度
と
接
点
を
有
す
る
市
民
の
権
利

病
人
の
権
利
の
第
一
の
権
利
は
、
医
療
が
必
要
な
者
に
対
し
て
収
入
を
問
わ
ず
し
て
医
療
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
権
限
で
あ
り
、
こ
の

権
利
は
医
療
保
険
の
給
付
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
と
す
る
。
報
告
書
は
、
健
康
保
護
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
、
医
療
保
険

へ
の
す
べ
て
の
人
の
ア
ク
セ
ス
の
援
助
や
ケ
ア
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
改
善
を
求
め
る
。

次
い
で
、
病
人
の
権
利
と
し
て
、
治
療
の
平
等
の
権
利
の
保
障
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
良
質
な
医
療
に
対
す
る
権
利
（d

ro
it

 
a
d
es so

in
s d
e q

u
a
lite

）
の
保
障
と
現
在
及
び
将
来
の
患
者
の
直
面
す
る
差
別
の
禁
止
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。

2

医
療
制
度
に
お
け
る
利
用
者
の
権
利

医
師
と
病
人
の
関
係
は
基
本
的
に
は
不
均
衡
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
報
告
書
で
は
、
情
報
の
権
利
の
行
使
の
援
助
、
真
実
告
知
と

同
意
、
専
門
職
の
秘
密
保
護
の
徹
底
を
重
視
す
る
。
さ
ら
に
、
患
者
の
尊
厳
の
保
障
、
医
療
事
故
と
治
療
ミ
ス
の
損
害
の
回
復
お
よ
び

そ
の
補
償
を
挙
げ
る
。
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第
四
節

「
患
者
の
権
利
」
の
発
展

一

「
患
者
の
権
利
」
に
関
す
る
社
会
的
論
議

一
九
九
八
年
五
月
、
保
健
医
療
閣
外
大
臣
で
あ
っ
たB

ern
a
rd K

o
u
ch
n
er

は
、
医
療
制
度
の
基
本
原
則
に
基
づ
く
医
療
制
度
改
革

を
議
論
す
る
た
め
に
、
全
国
医
療
会
議
（eta

ts g
en
era

u
x d

e la sa
n
te

）
を
開
催
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
全
国
医
療
会
議
で
は
、
地

方
で
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
、
広
く
国
民
の
議
論
を
喚
起
す
る
こ
と
と
し
た
。
全
国
医
療
会
議
が
開
催
さ
れ
た
同
年
秋
か
ら
翌
年
六

月
の
間
、
一
八
〇
を
超
え
る
都
市
で
千
回
を
超
え
る
集
会
が
開
催
さ
れ
、
二
〇
万
人
を
超
え
る
市
民
の
参
加
者
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
全
土
で
市
民
の
医
療
制
度
へ
の
関
心
の
高
さ
が
伺
え
る
。
全
国
医
療
会
議
の
議
論
か
ら
、
患
者
（p

a
tien

t

）
と
い
っ
た
捉
え
方

か
ら
市
民
（cito

y
en
s

）
や
利
用
者
（u

sa
g
ers

）、É
v
in

報
告
書
に
い
う
病
人
（p

erso
n
n
e m

a
la
d
e

）
と
し
て
位
置
づ
け
、
市
民
社
会
の

主
体
と
し
て
こ
れ
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
が
、
各
人
の
権
利
の
保
護
に
関
す
る
規
定
が
不
完
全
で
あ
り
、
更
な
る
発
展

の
必
要
性
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、K

o
u
ch
n
er

大
臣
の
後
任
で
あ
るD

o
m
in
iq
u
e G

illo
t

大
臣
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
、
全
国
医
療
会
議
の
全
国
指

導
委
員
会
の
幹
事
で
あ
っ
たE

tin
n
e C

a
n
ia
rd

に
対
し
て
、
医
療
制
度
に
お
け
る
市
民
代
表
の
組
織
と
市
民
の
参
加
の
促
進
、m

ed
ia
-

tio
n

とco
n
cilia

tio
n

の
機
能
、
公
的
論
議
の
た
め
の
組
織
と
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
な
ど
を
検
討
す
る
よ
う
に
付
託
し
た
。
そ
し
て
、
同

年
三
月
、
作
業
部
会
は
報
告
書
『
医
療
制
度
に
お
け
る
利
用
者
の
地
位
』（C

a
n
ia
rd

報
告
）
を
ま
と

（

）

め
た
。
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二

二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
と
医
療
制
度
の
利
用
者
の
権
利

1

二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
の
制
定

二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
医
療
保
障
制
度
の
あ
り
方
を
方
向
付
け
る
新
た
な
法
律
「
患
者
の
権
利
及
び
医
療
制
度
の
質

に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
」（
以
下
「
二
〇
〇
二
年
法
」
と
す
る
。）
が
制
定
さ

（

）

れ
た
。
二
〇
〇
二
年
法
は
、
五
章
・
一
二
六

条
か
ら
な
る
。
第
一
章
は
、「
障
害
を
も
つ
者
に
対
す
る
連
帯
（S

o
lid
a
rite

en
v
ers les p

erso
n
n
es h

a
n
d
ica
p
ees

）」
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
章
は
、「
医
療
民
主
主
義
（D

em
o
cra

tie sa
n
ita
ire

）」
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
次
い
で
、
第
三
章
に
は
「
医
療
制
度

の
質
（Q

u
a
lite d

u sy
stem

e d
e sa

n
te

）」、
第
四
章
に
は
「
保
健
医
療
の
危
険
の
結
果
に
対
す
る
賠
償
（R

ep
a
ra
tio
n d
es co

n
seq

u
en
ces

 
d
es risq

u
es sa

n
ita
ire

）」に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
第
五
章
で
は
、「
海
外
に
関
す
る
規
定
」が
規
定
さ
れ
て

（

）

い
る
。

二
〇
〇
二
年
法
は
、
障
害
児
の
出
生
に
つ
い
て
担
当
医
師
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
た
二
〇
〇
一
年
一
一
月
の
破
毀
院
判
決
を
受
け

て
、
法
案
審
議
時
に
急
遽
挿
入
さ
れ
た
第
１
章
の
規
定
か
ら
「
反
ペ
リ
ュ
シ
ュ
法
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
法
全
体
の
内

容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
公
衆
衛
生
法
典
や
社
会
保
障
法
典
、
保
険
法
典
、
民
法
典
な
ど
に
新
た
な
条
文
を
挿
入
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
関
連
諸
法
規
の
モ
ザ
イ
ク
的
な
改
正
で
あ
る
二
〇
〇
二
年
法
で
は
あ
る
が
、「
医
療
民
主
主
義
」と
い
う
概
念
の
法

制
化
、
利
用
者
の
権
利
の
具
体
化
、
医
療
事
故
賠
償
・
補
償
制
度
の
構
築
な
ど
フ
ラ
ン
ス
医
療
保
障
法
制
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
は
大

（

）

き
い
。

2

医
療
制
度
の
利
用
者
の
参
加
と
医
療
民
主
主
義

二
〇
〇
二
年
法
は
、
医
療
民
主
主
義
（d

em
o
cra

tie sa
n
ita
ire

）
と
い
う
概
念
を
創
設
し
、
医
療
制
度
の
利
用
者
の
参
加
を
す
る
権
利

を
保
障
し
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
法
に
よ
る
医
療
民
主
主
義
と
い
う
新
し
い
概
念
の
創
設
は
、
医
師
と
患
者
と
の
関
係
の
再
評
価
に
よ
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り
、
医
療
専
門
職
と
患
者
と
の
間
の
均
衡
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。

医
療
民
主
主
義
の
目
的
は
、
次
の
四
つ
の
柱
で
説
明
さ

（

）

れ
る
。

医
療
制
度
に
関
わ
る
す
べ
て
の
者
の
権
利
と
責
任
の
認
識
及
び
明
確
化

医
療
制
度
の
利
用
者
の
表
明
と
参
加
の
基
盤
整
備

医
療
専
門
家
と
医
療
施
設
の
責
任
の
明
確
化

地
方
、
国
家
レ
ベ
ル
で
の
医
療
政
策
の
推
進
や
議
論
状
況
の
再
検
討
を
通
じ
た
医
療
民
主
主
義
の
強
化
促
進

医
療
民
主
主
義
の
概
念
の
導
入
は
、
こ
れ
ま
で
の
医
療
制
度
改
革
に
対
す
る
疑
問
が
契
機
で
あ
っ
た
。
従
来
の
医
療
制
度
改
革
は
医

療
機
関－

患
者
と
い
う
関
係
を
前
提
に
策
定
さ
れ
て
い
た
が
、
医
療
施
設
や
医
療
制
度
に
接
点
を
も
つ
者
は
、
疾
病
・
負
傷
者
や
患
者

の
み
な
ら
ず
、
健
康
体
の
人
す
べ
て
が
医
療
制
度
の
利
用
者
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
医
療
施
設
の
運
営
や
医
療
政
策
の
策
定
に
は
、
す

べ
て
の
者
が
利
用
者
と
い
う
立
場
で
こ
れ
ま
で
以
上
に
参
画
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
利
用
者
の
参
加
権
が
認

め
ら
れ
た
医
療
民
主
主
義
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
二
〇
〇
二
年
法
に
医
療
制
度
の
利
用
者
の
権
利
が
規
定
さ
れ
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

医
療
民
主
主
義
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
患
者
の
基
本
的
権
利
を
明
確
に
承
認
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
よ
り
一
般
的
に
医
療
制
度
に

関
連
す
る
す
べ
て
の
者
の
基
本
的
権
利
を
明
確
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
医
療
民
主
主
義
と
い
う
概
念
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医

療
制
度
の
利
用
者
に
よ
る
集
団
的
権
利
の
実
現
を
通
し
て
、
個
々
人
の
権
利
の
実
現
を
は
か
る
狙
い
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
医
療
民
主

主
義
は
医
療
制
度
の
利
用
者
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
（a

sso
cia
tio
n

）
の
活
性
化
を
促
し
て
い
る
。

医
療
民
主
主
義
と
い
う
概
念
は
、
医
療
制
度
の
利
用
者
の
基
本
的
権
利
の
実
現
の
た
め
の
説
明
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
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の
概
念
の
内
実
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
医
療
民
主
主
義
と
い
う
概
念
は
、
学
説
上
で
も
議
論
の
余
地
が
あ

る
も
の
と
し
て
お
り
、
そ
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
さ
れ

（

）

て
い
る
。

3

人
の
諸
権
利
の
公
衆
衛
生
法
典
上
の
位
置
づ
け

市
民
が
医
療
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
し
て
の
位
置
づ
け
ら
れ
る
社
会
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
、
私
生

活
の
尊
重
、
秘
密
の
保
護
な
ど
人
と
し
て
の
権
利
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
方
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
の
形
態
か
ら
保
護
を
受
け

る
権
利
を
有

（

）

す
る
。
二
〇
〇
二
年
法
は
、
人
の
諸
権
利
を
公
衆
衛
生
法
典
に
位
置
づ
け
た
。
二
〇
〇
二
年
法
の
ね
ら
い
は
、
人
を
病
人
・

患
者
と
い
う
弱
い
立
場
で
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
一
主
体
と
し
て
の
人
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

「
人
の
諸
権
利
（d

ro
its d

e la p
erso

n
n
e

）」
に
関
す
る
条
文
は
、
病
気
の
人
々
の
権
利
及
び
医
療
制
度
に
関
す
る
す
べ
て
の
人
々
の

権
利
の
承
認
と
明
確
化
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
が
保
障
す
る
人
権
規
定
を
よ
り
具
体
的

に
再
確
認
し
た
も
の
で
あ
り
、
公
衆
衛
生
法
典
の
目
的
理
念
と
基
本
原
理
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
検

討
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
規
定
内
容
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。

1

健
康
保
護
を
受
け
る
権
利
（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

一
一
一
〇

一
条
）

一
九
四
六
年
の
第
四
共
和
国
憲
法
の
前
文
は
、「
国
家
は
、
す
べ
て
の
者
と
く
に
児
童
・
母
親
お
よ
び
老
齢
の
労
働
者
に
健
康
保
護
・

物
質
的
安
定
・
休
息
お
よ
び
閑
暇
を
保
障
す
る
。
す
べ
て
の
者
は
、
そ
の
年
齢
、
そ
の
肉
体
的
精
神
的
状
態
・
経
済
状
況
に
よ
り
、
労

働
不
能
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
共
同
体
か
ら
適
当
な
生
活
手
段
を
取
得
す
る
権
利
を
有
す
る
。」（
第
一
〇
段
落
）と
す
る
。
健
康
保
護

を
受
け
る
権
利
（d

ro
it a

la p
ro
tectio

n sa
n
te

）
は
こ
の
憲
法
前
文
の
人
権
規
定
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
。
こ
の
健
康
保
護

を
受
け
る
権
利
は
、
二
〇
〇
二
年
法
に
よ
っ
て
公
衆
衛
生
法
典
の
規
定
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
、
公
衆
衛
生
法
典
の
基
本
原
理
と
し
て
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位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
健
康
保
護
に
関
す
る
基
本
的
な
権
利
は
、
す
べ
て
の
者
の
利
益
の
た
め
に
、
可
能
な
限
り
あ
ら

ゆ
る
手
段
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
療
従
事
者
、
施
設
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
医
療
保
険
金
庫
ま
た
は
予
防
及
び
治

療
に
関
与
す
る
す
べ
て
の
機
関
、
並
び
に
医
療
関
係
省
庁
は
、
利
用
者
と
と
も
に
、
予
防
を
促
進
し
、
各
人
が
自
己
の
健
康
状
態
に
応

じ
て
必
要
な
治
療
を
等
し
く
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
且
つ
、
治
療
の
継
続
及
び
良
質
の
医
療
安
全
を
確
保
す
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

一
一
一
〇

一
条
）。
公
衆
衛
生
法
典
の
基
本
原
理
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
健

康
保
護
を
受
け
る
権
利
を
根
拠
に
、
医
療
制
度
の
主
体
に
対
し
て
、
①
予
防
活
動
の
展
開
、
②
健
康
状
態
に
応
じ
た
適
切
な
ケ
ア
に
対

す
る
各
人
の
ア
ク
セ
ス
の
平
等
性
の
確
保
、
③
継
続
的
ケ
ア
の
保
障
、
④
医
療
安
全
の
確
保
を
要
請
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
医
療
保
障

制
度
は
こ
れ
ら
四
つ
を
目
的
に
展
開
さ
れ
る
と
理
解
さ

（

）

れ
る
。

2

病
人
の
尊
厳
が
尊
重
さ
れ
る
権
利
（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

一
一
一
〇

二
条
）

病
人
（p

erso
n
n
e m

a
la
d
e

）
は
、
自
己
の
尊
厳
が
尊
重
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
と
規
定
す
る
。

3

差
別
を
受
け
な
い
権
利
（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

一
一
一
〇

三
条
）

何
人
も
、
予
防
及
び
治
療
の
ア
ク
セ
ス
に
お
い
て
差
別
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
規
定
す
る
。

4

個
人
情
報
保
護
の
権
利
（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．
一
一
一
〇

四
条
）

予
防
及
び
治
療
を
行
う
医
療
従
事
者
、
医
療
施
設
、
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
ま
た
は
そ
の
他
の
機
関
か
ら
給
付
を
受
け
る
す
べ
て
の

者
は
、
自
己
の
私
生
活
及
び
自
己
に
関
わ
る
情
報
の
秘
密
が
保
護
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
守
秘
義
務
の
対
象
と
な
る
情
報
の
範

囲
は
、
医
療
従
事
者
及
び
施
設
の
全
職
員
や
そ
の
活
動
と
関
わ
っ
た
あ
ら
ゆ
る
者
が
知
り
得
た
全
情
報
で
あ
り
、
医
療
従
事
者
及
び
医

療
制
度
に
関
与
す
る
す
べ
て
の
者
に
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
治
療
の
継
続
性
の
確
保
や
最
善
の
医
療
給
付
を
決
め
る
場
合
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に
は
、
医
療
従
事
者
間
に
お
い
て
当
該
患
者
の
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

重
大
な
診
断
ま
た
は
予
後
の
診
断
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
こ
の
守
秘
義
務
は
、
当
該
患
者
か
ら
の
反
対
の
意
思
表
示
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
当
該
患
者
の
家
族
、
近
親
者
ま
た
は
信
頼
人
（
後
述
）
が
患
者
に
対
し
て
直
接
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に

必
要
な
情
報
を
受
け
取
る
こ
と
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
守
秘
義
務
は
死
亡
前
に
当
該
患
者
が
反
対
の
意
思
を
示
し
た
場
合
を

除
き
、
家
族
が
死
亡
原
因
を
知
り
、
死
者
の
想
い
出
を
保
持
し
、
ま
た
は
死
者
の
権
利
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
に

必
要
な
範
囲
に
お
い
て
、
死
亡
し
た
患
者
の
情
報
が
権
利
承
継
人
に
開
示
さ
れ
る
こ
と
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
。

5

最
適
医
療
を
受
け
る
権
利
（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

一
一
一
〇

五
条
）

す
べ
て
の
者
は
、
そ
の
者
の
健
康
状
態
及
び
健
康
状
態
か
ら
要
請
さ
れ
る
措
置
の
緊
急
性
に
応
じ
て
、
最
適
な
治
療
を
受
け
る
権
利

及
び
医
学
的
見
地
か
ら
最
も
医
療
の
安
全
性
が
高
く
、
有
効
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
治
療
を
享
受
す
る
権
利
を
有
す
る
。
予
防
活
動
、

検
査
、
治
療
行
為
は
、
医
学
的
見
地
か
ら
期
待
さ
れ
る
利
益
と
の
対
比
に
お
い
て
不
適
切
な
リ
ス
ク
を
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。

ま
た
、
す
べ
て
の
者
は
、
苦
痛
の
軽
減
の
た
め
の
治
療
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
苦
痛
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
予
防

さ
れ
、
評
価
さ
れ
、
考
慮
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
医
療
従
事
者
は
、
各
人
に
対
し
、
死
亡
時
ま
で
尊
厳
あ
る
生
涯
を
過
ご
さ
せ
る
べ
く
、

可
能
な
限
り
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
つ
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

医
療
制
度
の
利
用
者
の
権
利

二
〇
〇
二
年
法
に
お
け
る
医
療
制
度
の
利
用
者
の
権
利
の
う
ち
、
情
報
提
供
を
受
け
る
権
利
や
同
意
の
権
利
の
明
文
化
は
、
こ
れ
ま

で
の
破
毀
院
を
中
心
と
し
た
判
例
や
実
務
の
あ
り
方
を
確
認
す
る
も
の
で

（

）

あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
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こ
こ
で
は
、
規
定
内
容
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。

1

情
報
提
供
を
受
け
る
権
利

す
べ
て
の
者
は
、
自
己
の
健
康
状
態
に
関
す
る
情
報
提
供
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
さ
れ
る
（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

一
一
一
一

二

条
）。
ま
た
、
診
断
、
治
療
又
は
予
防
行
為
の
実
施
後
に
新
た
な
危
険
が
確
認
さ
れ
た
場
合
、
当
該
者
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
を
除
き
、
当
事
者
に
情
報
が
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
者
の
情
報
提
供
を
受
け
る
権
利
を
実

現
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
医
療
従
事
者
は
、
そ
の
者
の
権
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
職
務
規
律
を
遵
守
し
つ

つ
、
患
者
に
対
し
て
情
報
提
供
義
務
を
負
う
と
さ
れ
る
（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

一
一
一
一

二
条
第
二
項
）。

情
報
提
供
を
受
け
る
権
利
は
、
患
者
の
み
な
ら
ず
、
医
療
制
度
の
利
用
者
で
あ
る
す
べ
て
の
者
が
有
す
る
権
利
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

情
報
提
供
義
務
は
、
公
立
・
私
立
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
医
療
施
設
、
医
療
従
事
者
に
及
ぶ
こ
と
に
な
り
、
利
用
者
の
請
求
如
何
に
関
わ

ら
ず
、
情
報
提
供
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
公
衆
衛
生
法
典
上
、
医
療
施
設
及
び
医
療
従
事
者
の
情
報
提
供
義
務
違
反
に
対

す
る
法
的
制
裁
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。

2

費
用
に
関
す
る
情
報
提
供
を
受
け
る
権
利

医
療
費
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
相
次
ぐ
な
か
、
二
〇
〇
二
年
法
は
新
た
に
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
償
還
払
い
に
関
す
る
情
報
提
供
を
受

け
る
権
利
を
定

（

）

め
た
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
者
は
、
請
求
に
よ
り
、
公
立
及
び
私
立
医
療
施
設
並
び
に
保
健
部
局
か
ら
、
そ
の
者
が

予
防
行
為
、
診
断
行
為
及
び
治
療
行
為
の
際
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
の
あ
る
費
用
及
び
給
付
の
条
件
に
関
す
る
情
報
提

供
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
さ
れ
る
（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

一
一
一
一

三
条
）。

費
用
に
関
す
る
情
報
提
供
を
受
け
る
権
利
は
、
先
述
の
情
報
提
供
を
受
け
る
権
利
と
区
別
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
学
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説
上
解
さ
れ
て

（

）

い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
情
報
提
供
を
受
け
る
権
利
は
患
者
又
は
親
族
の
請
求
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、

情
報
提
供
を
受
け
る
権
利
が
対
象
と
す
る
情
報
は
、
ケ
ア
に
際
し
て
先
見
的
に
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
情
報

提
供
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
る
情
報
は
、
医
療
費
に
関
す
る
も
の
の
み
な
ら
ず
、
医
療
全
般
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
が
、

今
後
の
治
療
方
針
を
決
定
す
る
際
に
あ
た
っ
て
、
医
療
保
険
や
共
済
保
険
か
ら
の
費
用
に
関
す
る
情
報
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

別
途
新
し
い
権
利
と
し
て
費
用
に
関
す
る
情
報
提
供
を
受
け
る
権
利
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

3

利
用
者
の
同
意
の
原
則

患
者
の
同
意
は
、
一
九
九
四
年
七
月
二
九
日
の
い
わ
ゆ
る
生
命
倫
理
法
に
よ
っ
て
明
文
化
さ
れ
た
。
二
〇
〇
二
年
法
は
、
さ
ら
に
医

療
制
度
の
利
用
者
に
関
し
て
一
般
化
す
る
か
た
ち
で
「
す
べ
て
の
者
は
、
医
療
従
事
者
と
と
も
に
、
医
療
従
事
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
情

報
又
は
勧
奨
を
勘
案
し
て
、
自
己
の
健
康
に
関
す
る
決
定
を
行
う
」
と
規
定
し
、
医
療
行
為
の
み
な
ら
ず
、
健
康
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る

事
項
に
つ
き
、
様
々
な
情
報
を
勘
案
し
な
が
ら
患
者
が
主
体
的
に
自
ら
の
生
を
決
定
す
る
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

一

一
一
一

四
条
）。

さ
ら
に
、
医
師
は
選
択
の
結
果
に
関
す
る
情
報
提
供
が
な
さ
れ
た
う
え
で
、
そ
の
者
の
意
思
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

る
（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

一
一
一
一

四
条
第
二
項
）。
同
意
の
原
則
を
「
患
者
」
に
限
ら
ず
、
医
療
制
度
の
利
用
者
も
含
め
た
す
べ
て
の
者

に
拡
張
し
た
点
に
、
医
療
制
度
に
お
け
る
個
人
の
主
体
性
の
確
保
と
い
う
法
の
考
え
方
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

未
成
年
者
・
成
年
被
後
見
人
に
関
す
る
同
意
の
問
題
に
つ
き
、
二
〇
〇
二
年
法
は
、
未
成
年
者
ま
た
は
成
年
被
後
見
人
の
権
利
は
、

場
合
に
応
じ
て
、
親
権
者
ま
た
は
後
見
人
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
と
規
定
し
た（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

一
一
一
一－

四
条
第
五
項
）。
も
っ
と

も
、
未
成
年
者
ま
た
は
成
年
被
後
見
人
本
人
が
決
定
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
未
成
年
者
の
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場
合
に
は
成
熟
度
に
応
じ
た
方
法
で
、
成
年
被
後
見
人
に
つ
い
て
は
判
断
能
力
の
程
度
に
応
じ
た
方
法
で
、
情
報
提
供
を
受
け
、
自
己

に
つ
い
て
の
決
定
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
未
成
年
者
ま
た
は
被
後
見
成
年
者
が
意
思
を
表
明
し
、
決
定
に

参
加
す
る
の
に
適
し
た
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
、
必
然
的
に
、
そ
れ
ら
の
者
の
同
意
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

他
方
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
従
来
、
意
識
不
明
の
状
態
の
者
な
ど
患
者
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
近
親
者

が
そ
の
者
に
な
り
代
わ
っ
て
最
善
の
利
益
を
勘
案
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

（

）

い
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
二
〇
〇
二
年
法
で
は
、

信
頼
人
制
度
が
設
け
ら
れ
、
意
思
表
示
が
で
き
な
く
な
る
前
に
自
ら
の
医
師
の
代
弁
者
と
し
て
の
信
頼
人
（p

erso
n
n
e d
e

（

）

co
n
fia
n
ce

）

を
定
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
と

（

）

し
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
検
討
す
る
。

5

地
方
医
療
評
議
会
に
よ
る
医
療
制
度
の
利
用
者
の
権
利
保
障
の
監
視

二
〇
〇
二
年
の
制
定
に
よ
り
、「
患
者
の
権
利
」が
法
制
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
障
を
監
視
す
る
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
た
。
二

〇
〇
二
年
法
で
は
、
地
方
医
療
評
議
会
（co

n
seil reg

io
n
a
l d
e sa

n
te

）
を
創
設
し
た
。
地
方
医
療
評
議
会
の
主
な
役
割
は
、
地
方
公
衆

衛
生
計
画
の
策
定
及
び
評
価
、
当
該
地
方
の
医
療
問
題
の
監
視
で
あ
っ
た
。「
患
者
の
権
利
」の
保
障
と
の
関
連
で
は
、
地
方
医
療
評
議

会
は
、
病
人
と
医
療
制
度
の
利
用
者
の
権
利
の
適
用
と
尊
重
に
つ
い
て
、
そ
の
状
況
の
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
年
次
報
告
書
と
し

て
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ．

一
四
一
一

三－

一
条
）。
そ
の
後
、
二
〇
〇
四
年
八
月
九
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
衆
衛

生
政
策
の
新
た
な
方
向
性
を
示
す
「
公
衆
衛
生
政
策
に
関
す
る
二
〇
〇
四
年
八
月
九
日
の
法
律
」
が
制
定
さ
れ
、
地
方
医
療
評
議
会
に

代
わ
り
、
地
方
医
療
会
議
（co

n
feren

ce reg
io
n
a
l d
e sa

n
te

）
に
再
編
さ
れ
た
が
、「
患
者
の
権
利
」
保
障
の
監
視
の
役
割
を
引
き
続

き
負
っ
て
い
る
。
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三

二
〇
〇
六
年
入
院
患
者
憲
章
の
再
編

1

二
〇
〇
六
年
入
院
患
者
憲
章
の
再
編
の
背
景

一
九
九
五
年
入
院
患
者
憲
章
の
制
定
以
後
、「
患
者
の
権
利
」の
法
制
化
の
中
で
最
も
影
響
を
与
え
た
の
は
二
〇
〇
二
年
法
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
後
も
、
生
命
倫
理
に
関
す
る
二
〇
〇
四
年
八
月
六
日
の
法
律
、
公
衆
衛
生
政
策
に
関
す
る
二
〇
〇
四
年
八
月
九
日
の
法
律
、

患
者
の
権
利
と
終
末
期
の
権
利
に
関
す
る
に
二
〇
〇
五
年
四
月
二
二
日
の
法
律
な
ど
、「
患
者
の
権
利
」の
内
容
に
変
更
を
迫
る
法
律
が

相
次
い
で
制
定
さ
れ
た
。
加
え
て
、
二
〇
〇
二
年
法
に
よ
り
、「
患
者
の
権
利
」
保
障
の
監
視
が
政
策
上
の
任
務
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

市
民
の
「
患
者
の
権
利
」
に
対
す
る
共
通
認
識
の
醸
成
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
九
五
年
の
入
院
患
者
憲
章
を
見
直
し
、「
入
院

患
者
憲
章
を
含
む
入
院
患
者
の
権
利
に
関
す
る
二
〇
〇
六
年
三
月
六
日
の
第
二
〇
〇
六－

九
〇
号
の

（

）

通
達
」（
以
下
、
二
〇
〇
六
年
入
院
患

者
憲
章
と
い
う
。）
と
し
て
、
新
た
に
入
院
患
者
憲
章
が
再
編
さ
れ
た
。

2

二
〇
〇
六
年
入
院
患
者
憲
章
の
概
要

二
〇
〇
六
年
入
院
患
者
憲
章
で
は
、
①
す
べ
て
の
者
の
医
療
施
設
の
選
択
の
自
由
の
保
障
、
②
医
療
施
設
に
よ
る
受
入
れ
、
治
療
、

ケ
ア
の
質
の
保
障
、
③
ア
ク
セ
ス
可
能
で
か
つ
誠
実
な
患
者
へ
の
情
報
の
提
供
の
保
障
、
④
患
者
の
自
由
か
つ
明
確
な
同
意
に
よ
る
医

療
行
為
の
保
障
、
⑤
特
別
の
行
為
に
対
す
る
特
別
の
同
意
、
⑥
参
加
を
す
る
医
学
的
研
究
の
情
報
提
供
と
同
意
、
⑦
退
院
の
自
由
の
保

障
、
⑧
入
院
患
者
の
平
等
処
遇
の
保
障
、
⑨
私
生
活
の
尊
重
、
⑩
入
院
患
者
に
関
す
る
医
療
情
報
へ
の
直
接
ア
ク
セ
ス
の
保
障
、

受

入
れ
と
ケ
ア
に
関
す
る
入
院
患
者
の
意
見
表
明
権
の
項
目
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
す
る
権
利
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
五

年
の
入
院
患
者
憲
章
を
さ
ら
に
豊
富
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
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第
五
節

小

括

本
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
患
者
の
権
利
」
の
展
開
に
つ
い
て
、
一
九
世
紀
の
医
療
扶
助
の
整
備
以
後
の
病
院
医
療
制
度
の

史
的
展
開
過
程
と
関
連
づ
け
な
が
ら
実
定
法
の
展
開
を
中
心
に
た
ど
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
病
院
医

療
に
お
け
る
「
患
者
の
権
利
」
の
展
開
は
、
病
院
医
療
に
対
す
る
国
家
の
関
与
の
増
大
の
な
か
で
そ
の
内
容
が
豊
富
化
さ
れ
て
き
た
と

い
え
る
。
医
療
保
障
法
の
研
究
者
で
あ
る
エ
ク
ス
・
マ
ル
セ
イ
ユ
大
学
のA

n
to
in
e L

eca

教
授
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
患
者
の
権
利
」
の

展
開
を
「
展
開
期
」、「
発
展
期
」、「
拡
大
期
」
に
区
分
し
て

（

）

い
る
。
第
一
章
の
小
括
と
し
て
、
右
区
分
を
参
考
に
し
つ
つ
、
各
期
の
「
患

者
の
権
利
」
の
展
開
の
特
質
を
若
干
の
補
足
を
交
え
な
が
ら
ま
と
め
て
お
こ
う
。

一

「
患
者
の
権
利
」
の
形
成
と
展
開

1

展
開
期

医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
権
利
の
確
立

歴
史
的
に
は
、
医
療
施
設
が
提
供
す
る
医
療
と
は
、
慈
恵
的
な
救
貧
施
策
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
施
策
の
実
施
は
、
社
会
的
な
治
安

維
持
の
た
め
に
必
要
な
公
権
力
の
行
使
で
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
末
に
は
、
公
衆
衛
生
と
社
会
安
全
の
確
保
の
た
め
に
、
医
療
扶
助
の
提

供
が
国
家
の
任
務
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
宗
教
的
慈
善
で
行
わ
れ
て
い
た
医
療
は
公
的
扶
助
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
公
立
病
院
は
、
医
療
扶
助
施
設
と
し
て
公
的
規
制
の
傘
下
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
公
役
務
と
し
て
の
公
的
扶
助
に

お
け
る
医
療
の
提
供
機
関
と
い
う
役
割
を
担
っ
た
。
ま
た
、
私
立
病
院
は
、
慈
善
組
織
と
し
て
相
互
共
済
組
合
や
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
な

ど
に
よ
り
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
、
医
学
の
発
展
に
伴
い
、
慈
恵
的
な
救
貧
施
策
で
は
な
い
経
済
的
な
営
み
と
し
て
の「
医
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療
」
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
、
主
に
私
立
病
院
が
こ
れ
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、
慈
恵
的
な
救
貧
施
策
と
し
て
の
「
医
療
」
と
経
済
的
な
営
み
と
し
て
の
「
医
療
」
が
混
在
す
る
よ

う
に
な
り
、「
医
療
」の
性
格
付
け
が
曖
昧
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
保
険
の
登
場
、
フ
ラ
ン
ス
第
四
共
和
国
憲
法
前
文
に
お
け
る
国

家
責
任
と
し
て
の
健
康
保
護
を
受
け
る
権
利
の
承
認
な
ど
に
よ
り
、「
医
療
」は
社
会
的
な
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
再
確
認

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
、
職
域
保
険
と
し
て
の
医
療
保
険
の
展
開
に
よ
り
、
医
療
保
険
の
被
保
険
者
数
は
拡
大
を
み
せ
た
。
二
〇
世
紀
中
頃
ま
で
に
は
、

医
療
保
険
の
患
者
の
受
入
れ
と
医
療
扶
助
の
提
供
が
医
療
施
設
の
重
要
な
役
割
と
な
っ
た
。
公
立
病
院
は
医
療
扶
助
患
者
の
受
入
れ
の

た
め
に
そ
の
機
能
を
拡
充
し
て
き
た
が
、
飛
躍
的
に
増
加
し
た
医
療
保
険
の
患
者
の
受
入
れ
の
た
め
に
、
医
学
の
進
歩
に
対
応
す
べ
く

医
療
施
設
の
近
代
化
が
求
め
ら
れ
た
。

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
は
、
医
療
扶
助
と
社
会
保
険
の
発
達
に
よ
り
、
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
権
利
が
確
立
し
た
時
期

で
あ
っ
た
。

2

発
展
期

人
間
の
尊
厳
の
保
障
の
具
体
化

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
医
療
制
度
は
大
き
な
改
革
を
迫
ら
れ
、
一
九
五
八
年
病
院
改
革
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
、
病
院

の
人
間
性
回
復
が
図
ら
れ
た
。「
患
者
の
権
利
」と
の
関
連
で
は
、
病
院
の
人
間
性
回
復
を
図
る
た
め
に
一
九
五
八
年
一
二
月
五
日
の
通

達
に
よ
り
、
入
院
条
件
の
技
術
的
基
準
が
示
さ
れ
た
。
一
九
五
八
年
通
達
は
、
入
院
、
家
族
の
訪
問
、
起
床
・
食
事
・
就
寝
時
間
と
い
っ

た
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
患
者
の
権
利
」
の
端
緒
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
い
で
、
一
九
七
〇
年
法
の
制
定
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
医
療
制
度
は
、
公
役
務
の
法
制
度
上
の
展
開
過
程
を
通
し
て
、
私
立
病
院
に
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対
す
る
新
た
な
公
的
規
制
の
根
拠
と
し
て
病
院
公
役
務
と
い
う
法
概
念
を
手
に
入
れ
た
。
病
院
公
役
務
概
念
の
生
成
に
よ
り
、
公
権
力

は
病
院
医
療
へ
の
積
極
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
病
院
公
役
務
が
、
公
役
務
と
し
て
の
医
療
提
供

の
原
則
を
明
確
に
し
た
概
念
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
公
役
務
の
提
供
主
体
は
、
常
に
利
用
者
の
需
要
と
一
般
利

益
と
の
均
衡
を
図
り
、
標
準
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず（
需
要
均
衡
の
原
則
）、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
は
常
時
保
障

さ
れ
て
お
り
（
継
続
性
の
原
則
）、
誰
で
も
等
し
く
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
（
平
等
の
原
則
）
を
保
障
す
る
。
公
役
務
性
が
認
め
ら
れ
た

病
院
医
療
で
は
、
病
院
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
の
標
準
化
が
要
請
さ
れ
、
患
者
へ
の
待
遇
の
平
等
性
、
治
療
の
継
続
性
、
患
者
の
常

時
受
入
れ
と
い
う
病
院
公
役
務
の
基
本
原
則
が
「
患
者
の
権
利
」
の
内
容
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
九
七
五
年
入
院

患
者
憲
章
の
制
定
に
至
る
。
但
し
、
こ
う
し
た
入
院
患
者
の
権
利
は
、
公
役
務
性
が
認
め
ら
れ
た
病
院
医
療
を
対
象
に
す
る
の
み
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
病
院
医
療
は
公
役
務
原
理
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
病
院
医
療
の
活
動
に
か
か
る
原

則
は
、
病
院
公
役
務
を
保
障
す
る
か
否
か
と
い
う
医
療
施
設
の
任
務
の
性
質
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
原
則
が
異
な
っ
て
い
た
と
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
適
用
さ
れ
る
原
則
に
違
い
が
み
ら
れ
る
理
由
は
、
病
院
医
療
に
か
か
る
立
法
変
遷
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
公
役
務
の
原
則
は
、
医
療
施
設
の
活
動
が
公
役
務
の
任
務
を
負
う
か
否
か
と
い
う
点
で
適
用
の
可
否
が
判
断
さ
れ
る

た
め
、
公
立
病
院
及
び
病
院
公
役
務
を
保
障
す
る
私
立
病
院
は
そ
れ
に
服
す
る
の
に
対
し
て
、
病
院
公
役
務
を
保
障
し
な
い
私
立
病
院

は
そ
の
適
用
を
受
け
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
病
院
公
役
務
を
保
障
し
な
い
私
立
病
院
は
、
営
業
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
一
事
業

主
体
で
あ
り
、
そ
こ
に
無
批
判
に
公
役
務
の
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
一
九
七
〇
年
病
院
改
革
法
制
定
当
時
か
ら
繰
り
返
し
危
惧
さ

れ
て
い
た
事
業
主
体
の
国
営
化
に
つ
な
が
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
生
命
倫
理
や
薬
害
、
貧
困
者
の
社
会
的
排
除
と
い
っ
た
深
刻
化
す
る
社
会
問

題
を
解
決
す
る
た
め
の
法
制
度
の
な
か
に
医
療
に
か
か
わ
る
諸
権
利
の
生
成
が
み
ら
れ
た
。
加
え
て
、
医
療
制
度
を
支
え
る
社
会
的
環

境
が
大
き
く
変
化
し
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
医
療
現
場
か
ら
社
会
に
広
が
っ
た
「
病
院
医
療
の
不
満
」
を
掲
げ
た
運
動
の
中
か
ら
、

医
療
の
質
に
対
す
る
関
心
が
広
ま
り
、
患
者
の
権
利
の
保
障
と
医
療
の
質
の
改
善
を
立
法
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
。
一
九
九
一
年
法
は
、

患
者
の
権
利
の
保
障
と
質
の
改
善
措
置
の
実
施
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
す
べ
て
の
医
療
施
設
に
対
す
る
任
務
と
義
務
で
あ
る
こ
と
を
規
定

す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
公
的
規
制
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
公
立
病
院
や
病
院
公
役
務
を
保
障
す
る
私
立
病
院
に
加
え
て
、
営
利

私
立
病
院
や
非
営
利
私
立
病
院
な
ど
も
フ
ラ
ン
ス
の
医
療
制
度
の
担
い
手
で
あ
り
、
患
者
の
権
利
と
質
の
保
障
の
主
体
と
し
て
の
位
置

づ
け
を
明
確
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
示
さ
れ
て
き
た
「
患
者
の
権
利
」
の
保
障
は
、
病
院
公
役
務
を
保
障
す
る
病
院
に
限

ら
ず
、
す
べ
て
の
医
療
施
設
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

発
展
期
に
は
、展
開
期
の
確
立
し
た
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
権
利
が
Ｒ
Ｍ
Ｉ
の
創
設
に
よ
り
貧
困
者
に
も
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

大
き
な
展
開
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
生
命
倫
理
や
情
報
へ
の
関
心
の
高
ま
り
か
ら
、
選
択
の
自
由
、
尊
厳
へ
の
権
利
、
同
意
の
尊
重
の

権
利
、
秘
密
の
権
利
と
い
っ
た
人
間
の
尊
厳
（la d

ig
n
ite

d
e la p

erso
n
n
e h

u
m
a
in
e

）
に
根
ざ
し
た
「
患
者
の
権
利
」
が
生
成
し
た
。

3

拡
大
期

消
費
者
主
権
に
よ
る
「
患
者
の
権
利
」
の
拡
大

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
よ
り
、
患
者
の
権
利
に
関
す
る
法
律
が
相
次
い
で
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な

（

）

っ
た
。
例
え
ば
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
や
ス
ペ
イ
ン
な
ど
で
は
一
九
八
〇
年
頃
か
ら
患
者
の
権
利
規
定
に
関
す
る
議
論
が
な
さ
れ
、
患
者
の
権
利
法
を
制
定
す

る
に
至
っ
て

（

）

い
る
。
こ
れ
に
遅
れ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
九
一
年
法
に
よ
っ
て
、
病
人
の
権
利
が
公
衆
衛
生
法
典
上
で
初
め
て
明

記
さ
れ
る
こ
と
に
な

（

）

っ
た
。
そ
の
後
、
病
人
の
権
利
の
重
要
性
は
変
わ
ら
な
い
と
し
た
う
え
で
、「
病
人（m

a
la
d
e

）」
や「
患
者（p

a
tien

t

）」
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と
い
う
概
念
に
対
す
る
疑
問
が
呈
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
妊
娠
し
た
女
性
は
、“m

a
la
d
e”

で
は
な
い
が
、
医
者
に
か
か
り
病

院
に
通
っ
て
い
る
。
ま
た
、
産
業
医
に
も
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
る
が
、
産
業
医
の
診
る
べ
き
人
は“m

a
la
d
e”

と
は
限
ら
な
い
。“m

a
la
d
e”

と
い
う
概
念
は
、
状
態
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
医
療
制
度
に
関
わ
る
す
べ
て
の
者
の
状
態
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、

こ
れ
ま
で
の
病
人
の
権
利
と
い
う
概
念
は
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
、
と
い
う
疑
問
が
呈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
に
対
し
、
立
法

は
、“m

a
la
d
e”

か
ら“p

a
tien

t”

と
い
う
用
語
に
改
め
る
よ
う
に
な

（

）

っ
た
。
そ
の
後
、
九
六－

三
四
六
号
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
、「
患

者
の
権
利
」
の
内
容
は
よ
り
豊
富
化
し
て
い
る
。

ジ
ュ
ペ
・
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
一
九
九
六
年
の
病
院
医
療
改
革
で
は
、
医
療
保
障
制
度
に
お
け
る
契
約
化
が
推
し
進
め
ら

れ
、
効
率
性
や
医
療
の
質
に
か
か
る
責
任
が
明
確
に
な
っ
た
。
医
療
施
設
に
対
し
て
は
、
患
者
の
権
利
の
保
障
と
医
療
の
評
価
認
証
が

す
べ
て
の
医
療
施
設
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
病
院
統
制
を
確
立
す
る
一
方
、
患
者
の
み
な
ら
ず
医
療
制
度
の
利
用
者
の
権
利

を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
の
民
主
化
を
進
め
る
動
き
が
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
集
大
成
が

二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
法
の
改
革
は
各
方
面
に
及
ぶ
が
、
そ
の
柱
は
医
療
民
主
主
義
の
確
立
、
患
者
の

権
利
の
豊
富
化
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
へ
の
責
任
の
強
化
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
法
で
は
、É

v
in

報
告
書
や
全
国
医
療
会
議
の
議
論
、

C
a
n
ia
rd

報
告
書
を
受
け
て
、
医
療
制
度
か
ら
利
益
を
受
け
る
す
べ
て
の
者
の
権
利
が
保
障
さ
れ
、
そ
の
者
の
尊
厳
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
か
ら
、「
医
療
制
度
の
利
用
者
（u

sa
g
er d

u sy
stem

e d
e sa

n
te

）」
と
い
う
概
念
が
新
た
に
設
け
ら
れ
た
。

診
断
技
術
の
発
展
は
、
新
し
い
倫
理
問
題
と
と
も
に
保
健
医
療
の
安
全
の
問
題
、
医
療
費
高
騰
に
よ
る
経
済
的
問
題
、
サ
ー
ビ
ス
の
質

の
問
題
な
ど
医
師
と
患
者
と
の
二
者
間
で
は
と
ど
ま
ら
な
い
問
題
を
惹
起
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、“m

a
la
d
e”

の
権
利
の
み
な
ら
ず
、

医
療
制
度
の
利
用
者
の
権
利
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
主
体
性
を
法
的
に
承
認
し
、
同
時
に
、
医
療
民
主
主
義
を
成
立
さ
せ
る
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こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
医
療
保
障
制
度
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
法
に
よ
り
、
医
療
制
度
改
革
の
方
向
性

は
、
医
療
民
主
主
義
の
促
進
、
医
療
制
度
の
利
用
者
の
権
利
の
保
障
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

拡
大
期
に
は
、
九
〇
年
代
の
医
療
事
故
の
深
刻
化
や
一
九
九
五
年
の
消
費
者
法
典
の
制
定
が
そ
の
遠
因
と
な
り
、「
患
者
の
権
利
」は

「
肥
大
化
（h

y
p
ertro

p
h
ie

）」
し
て

（

）

い
く
。
そ
し
て
、「
患
者
の
権
利
」
は
医
療
の
質
と
安
全
に
関
心
を
向
け
は
じ
め
る
。
そ
こ
で
は
、
医

療
サ
ー
ビ
ス
を
消
費
す
る
「
消
費
者
」
と
し
て
の
医
療
制
度
の
利
用
者
が
有
効
か
つ
安
全
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
す
る
た
め
の
権
利

の
確
立
が
求
め
ら
れ
、
治
療
の
質
に
関
す
る
権
利
、
情
報
の
権
利
、
ケ
ア
を
拒
否
す
る
権
利
、
補
償
を
受
け
る
権
利
な
ど
が
承
認
さ
れ

る
に
至
っ
た
。

二

ま

と

め

フ
ラ
ン
ス
医
療
保
障
法
制
の
原
理
の
ひ
と
つ
が
公
役
務
原
理
で
あ
る
と
さ

（

）

れ
る
。
現
在
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
前
文
の
健
康
保
護
を

受
け
る
権
利
を
実
現
す
る
た
め
の
医
療
を
提
供
し
て
い
る
以
上
、
公
立
病
院
で
あ
れ
私
立
病
院
で
あ
れ
、
そ
の
医
療
行
為
は
保
健
医
療

の
公
役
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
て

（

）

い
る
。
そ
れ
故
に
、
医
療
施
設
と
い
う
独
立
し
た
一
法
人
は
、
社
会
構
成
員
全
体
に
共
通

す
る
利
益
で
あ
る
一
般
利
益
を
追
求
す
る
た
め
に
国
家
の
保
健
医
療
の
公
役
務
の
責
任
を
実
行
す
る
組
織
で
あ
る
以
上
、
国
家
の
法
的

統
制
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
基
準
と
し
て
、
実
定
法
の
な
か
で
「
患
者
の
権
利
」
が
法
制
化
さ
れ
て
き
た
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
病
院
医
療
は
、
健
康
保
護
を
受
け
る
権
利
の
具
体
化
と
い
う
一
般
利
益
の
追
求
の
た
め
の
活
動
で
あ
り
、
公
役

務
原
理
の
う
え
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
公
役
務
的
性
格
、
医
療
安
全
の

確
保
、
患
者
の
権
利
保
障
と
い
う
要
請
か
ら
医
療
サ
ー
ビ
ス
へ
の
国
家
の
法
的
介
入
が
正
当
化
さ
れ
て
き
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
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る
。
そ
の
法
的
介
入
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
社
会
保
険
の
論
理
に
よ
る
法
規
制
と
は
別
に
、
医
療
の
論
理
と
し
て
発
展
さ
せ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
治
安
対
策
と
し
て
の
病
院
規
制
か
ら
始
ま
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
は
国
家
の
責
務
と
し
て
健
康
保
護
を
受
け
る
権
利

を
具
体
化
す
る
た
め
の
病
院
規
制
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
、
九
〇
年
代
に
入
り
、
医
療
安
全
の
確
保
と
利
用
者
の
権
利
の
保
障
の
た
め
の

病
院
規
制
が
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
医
療
保
険
の
保
険
給
付
の
一
翼
を
担
う
主
体
と
し
て
の
医
療
施
設
に
対
す
る
規
制

と
医
療
の
公
役
務
を
提
供
す
る
主
体
と
し
て
の
医
療
施
設
に
対
す
る
規
制
が
共
存
し
合
い
な
が
ら
、
医
療
の
論
理
と
し
て
公
役
務
の
根

拠
が
膨
ら
み
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
法
の
医
療
の
論
理
は
、
健
康
保
護
を
受
け
る
権
利
に
対
す
る
国
家
の
保
障
責
任
か

ら
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
方
向
性
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
目
指
し
た
公
営
医
療
サ
ー
ビ
ス
化
で
は
な
く
、
慈
恵
的
医
療
を
提
供
し
て
き

た
施
療
院
や
公
立
病
院
、
私
立
病
院
を
公
役
務
活
動
の
傘
下
に
取
り
込
む
と
い
う
医
療
市
場
の
活
用
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
医
療
制
度
に
お
い
て
法
制
化
さ
れ
た
「
患
者
の
権
利
」
は
、
利
用
者
等
に
対
す
る
各
医
療
機
関
の
行
為
基
準
と
な
る
。
こ
う
し
た
展

開
も
あ
り
、
近
時
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
医
療
保
障
の
法
学
研
究
の
な
か
に
、「
患
者
の
権
利
」を
め
ぐ
る
判
例
の
蓄
積
が
み
ら
れ
、
学
説

の
展
開
も
み
ら
れ
る
。「
患
者
の
権
利
」
論
に
関
す
る
近
時
の
議
論
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
章
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
未
完
）

69
）

こ
の
法
律
の
制
定
の
背
景
な
ど
に
関
す
る
邦
文
文
献
と
し
て
、
多
賀
谷
一
照「
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
立
法
と
運
用
の
実
態
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
七
四
二
号
二
四
八
頁
、
多
賀
谷
一
照
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
『
情
報
処
理
と
自
由
全
国
委
員
会
』
の
最
近
の
動
向
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
七
六
〇
号
（
一
九
八
二
年
）
三
四
頁
、
大
石
泰
彦
「
フ
ラ
ン
ス

個
人
情
報
保
護
制
度
の
制
定
・
内
容
・
運
用
」
法
律
時
報
七
二
巻
一

〇
号
三
二
頁
な
ど
を
参
照
。

70
）

フ
ラ
ン
ス
の
生
命
倫
理
の
法
制
化
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
例
え
ば
、

島
次
郎
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
生
命
倫
理
の
法
制
化
」
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『S
tu
d
ies

生
命
・
人
間
・
社
会
』（
三
菱
化
成
生
命
科
学
研
究
所
社
会
生
命
科
学
研
究
室
）
一
号
（
一
九
九
三
年
）
三
頁
な
ど
を
参
照
。

71
）

一
連
の
経
緯
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
鎌
田
薫「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
事
故
の
被
害
者
救
済
と
安
全
対
策（
上
）」ジ
ュ

リ
ス
ト
一
〇
九
七
号
（
一
九
九
六
年
）
五
一
頁
以
下
、
高
山
直
也
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
被
害
者
と
エ
イ
ズ
補
償
基
金
法
」
外

国
の
立
法
三
四
巻
五
・
六
号
三
一
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。
本
款
の
記
述
は
右
文
献
に
寄
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

72
）

八
〇
年
代
の
貧
困
と
社
会
的
排
除
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
都
留
民
子『
フ
ラ
ン
ス
の
貧
困
と
社
会
保
護
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇

〇
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

73
）

総
枠
予
算
制
度
は
、
一
九
八
三
年
一
月
、
一
九
八
三
年
度
の
社
会
保
障
の
財
政
対
策
を
目
的
と
し
て
、
社
会
保
障
に
関
す
る
諸
施
策
を

定
め
る
一
九
八
三
年
一
月
一
九
日
の
法
律
に
基
づ
く
制
度
で
あ
る
。
総
枠
予
算
と
は
、
病
院
の
各
診
療
科
の
予
算
見
積
の
総
計
で
あ
る
。
総

枠
予
算
制
に
よ
り
、
公
立
病
院
お
よ
び
病
院
公
役
務
の
実
施
に
参
加
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
非
営
利
私
立
病
院
に
は
、
医
療
保
険
金
庫
が

負
担
す
る
経
費
部
分
に
関
す
る
総
枠
資
金
が
付
与
さ
れ
る
。
総
枠
予
算
が
決
定
さ
れ
る
と
、
当
該
年
度
の
予
算
額
の
一
二
分
の
一
が
医
療
保

険
金
庫
か
ら
毎
月
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
年
度
末
に
赤
字
が
生
じ
た
場
合
、
監
督
官
庁
に
よ
っ
て
病
院
の
申
立
て
理
由
が
正
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
赤
字
は
疾
病
保
険
金
庫
に
よ
り
補
塡
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
以
外
は
病
院
側
の
負
担
と
な
る
。

74
）

É
d
o
u
a
rd C

o
u
ty
,
D
id
ier T

a
b
u
tea

u
,
H
opitau

x et clin
iqu
es:

L
es reform

es h
ospitalieres,

B
erg

er
L
ev
ra
u
lt.1993,p

.19.

75
）

É
d
o
u
a
rd C

o
u
ty
,
D
id
ier T

a
b
u
tea

u
,
op.

cit.,
p
.
22.

76
）

R
a
p
p
o
rt a

M
o
n
sieu

r le
 
M
in
istre

 
d
e
 
la
 
S
o
lid
a
rite,

d
e
 
la
 
S
a
n
te

et d
e
 
la
 
P
ro
tectio

n
 
S
o
cia
l,
N
otre

 
system

e
 

h
ospitalier et son

 
aven

ir
,
E
N
S
P
,
1991.

77
）

M
a
x
en
ce C

O
R
M
IE
R
,
«L
a n

o
tio
n d

’eta
b
lissem

en
t d
e sa

n
te»,

in M
a
rie

L
a
u
re M

o
q
u
et
A
n
g
er,

D
e l’h

opital a
l’

etablissem
en
t pu

blic d
e san

te
,
L
’H
a
rm
a
tta
n
,
1998,

p
.
9.

78
）

M
a
rc D

u
p
o
n
t,
D
roit h

ospitalier
,
D
a
llo
z,
1997,

p
.
170.

79
）

レ
ン
タ
ル
テ
レ
ビ
株
式
会
社
Ｙ
と
パ
リ
市
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
テ
レ
ビ
設
置
契
約
に
お
い
て
、
Ｙ
に
よ
る
公
立
病
院
の
入
院
患
者
に

対
す
る
テ
レ
ビ
設
置
契
約
の
一
方
的
な
解
約
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
の
回
復
を
求
め
て
パ
リ
市
が
提
訴
し
た
事
案
が
あ
る
。
パ
リ
市
に
対
し
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Ｙ
の
約
二
七
万
フ
ラ
ン
の
賠
償
を
認
め
た
パ
リ
行
政
裁
判
所
の
判
決
の
取
消
を
求
め
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
決
で
は
、
病
院
公
役
務
は
単

に
ケ
ア
の
提
供
を
含
む
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
患
者
の
滞
在
条
件
の
改
善
を
も
含
む
も
の
で
あ
り
、
入
院
患
者
の
テ
レ
ビ
機
器
調
達
は
そ
の

入
院
時
に
当
事
者
に
提
示
さ
れ
る
快
適
要
素
で
あ
り
、
当
該
契
約
は
行
政
契
約
の
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
で
行
政
裁
判
所
の
管
轄
で
あ

る
と
し
た
。C

.
E
.
8 ju

in 1994,
n
90818.

In
ed
it a

u R
ecu

eil L
eb
o
n
.

レ
ス
ト
ラ
ン
業
務
に
つ
き
、C

.
E
.
16 ja

n
v
.
1995,

n
150066.

In
ed
it a

u R
ecu

eil L
eb
o
n
.

を
参
照
。

80
）

M
a
rc D

u
p
o
n
t,
op.

cit.,
p
.
170.

;
P
trick A

lla
l et a

l.,
D
roit h

ospitalier
,
P
U
F
,
p
.
88

89.

81
）

私
立
病
院
を
顧
客
と
す
る
医
療
公
施
設
の
洗
濯
業
務
は
医
療
公
施
設
の
主
要
な
任
務
の
内
容
で
は
な
い
と
し
て
控
訴
院
が
洗
濯
業
務

の
違
法
性
を
判
断
し
た
事
例
が
あ
る
。C

.
A
.
A
 
d
e N

a
n
te,

29 m
a
rs 2000,

D
r.
ad
m
.
n
10 2000.

;
R
.
D
.
S
.
S
.
,
a
v
ril

ju
in 2000,

p
.
306.

82
）

T
.
A
.
N
ice,

20 ju
illet 1999,

R
.
D
.
S
.
S
.
1999,

p
.
770.

83
）

T
.
A
.
G
ren

o
b
le,

10 ju
in 1998,

In
ed
it a

u R
ecu

il L
eb
o
n
.

84
）

L
etter D

H
/E
O
 
3 /E

M
 
d
u 21 ju

in 2000 rela
tiv
e a

u
x eta

b
lissem

en
t d
e ch

iru
rg
ie esth

etiq
u
e,
B
O
M
E
S
 
n
2000 /28,

p
.
127.,

R
.
D
.
S
.
S
.
.
2001.

p
.
69.

85
）

M
a
rc D

u
p
o
n
t,
op.

cit.,
p
.
90.

86
）

P
h
ilip

p
e Jea

n
,
L
a ch

arte d
u patien

t h
ospitalise

,
B
erg

er
L
ev
ra
u
lt,
1996,

p
.
97.

フ
ラ
ン
ス
で
は
実
務
上
長
い
間
、
患
者

と
近
親
者
の
医
療
診
療
録
へ
の
直
接
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。C

a
d
a
,G
u
id
e d
e l’acces au

x d
ocu

m
en
ts ad

m
in
istratifs,

3
ed
.,
L
a D

o
cu
m
en
ta
tio
n fra

n
ça
ise,

1997,
p
.
127.;

C
h
ristia

n P
a
ire et.

a
l,
D
roit h

ospitalier 2
ed
.
,
D
a
llo
z,
1999,

p
.
299.

87
）

P
h
ilip

p
e Jea

n
,
op.

cit,
p
p
.
22

26.

88
）

C
ircu

la
ire m

in
isterielle n

95
22 d

u 6 m
a
i 1995 rela

tiv
e a

u
x d

ro
its d

es p
a
tien

ts h
o
sp
ita
lises.

89
）

P
h
ilip

p
e Jea

n
,
«
L
a n

o
u
v
elle C

h
a
rte d

u P
a
tien

t H
o
sp
ita
lise

»,
R
evu

e H
ospitaliere d

e F
ran

ce,
n
5 1996,

p
.
39.

90
）

P
h
ilip

p
e Jea

n
,
op.

cit.,
p
.
521.;

C
h
ristia

n P
a
ire et.,

op.
cit.,

p
.
259.
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91
）

M
a
rie

L
a
u
reL

a
g
a
rd
ere,

C
h
ristin

eM
ey
er,

M
a
rie

L
a
u
reP

ib
a
ro
t,
C
y
rilR

o
g
er

L
a
ca
n
,
S
an
te
2
0
1
0
:
rapport

 
d
u

 
grou

pe
“prospective d

u
 
system

e d
e san

te”
,
L
a d

o
cu
m
en
ta
tio
n F

ra
n
ça
ise,

1993.
92
）

S
o
u
b
ie R

a
y
m
o
n
d
,
P
o
rto
s Jea

n
L
o
u
is,

P
ieu
r C

h
ristia

n
,
L
ivre

 
blan

c
 
su
r
 
le
 
system

e
 
d
e
 
san

te
et d

’assu
ran

ce
 

m
alad

ie:
rapport au

 
P
rem

ier m
in
istre,

L
a d

o
cu
m
en
ta
tio
n F

ra
n
ça
ise,

1994.

93
）

É
d
o
u
a
rd C

o
u
ty
,
D
id
ier T

a
b
u
tea

u
,
op.

cit.,
p
.
70.

94
）

Jea
n
Ja
cq
u
es D

u
p
ey
ro
u
x
,
D
roit d

e la secu
rite

sociale 1
3

ed
.
,
D
a
llo
z,
1998,

p
.
315.

95
）

ジ
ュ
ペ
・
プ
ラ
ン
に
つ
き
、
仏
雑
誌D

ro
it S

o
cia
l

の
特
集
（L

e P
la
n Ju

p
p
e,
n
o
3 1996;

L
e P

la
n Ju

p
p
e
II,

n
o 9 /10;

L
e

 
P
la
n Ju

p
p
e
III,

n
o 9 /10 1997

）
を
参
照
。
邦
語
文
献
と
し
て
、
加
藤
智
章
「
一
九
九
五
年
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
改
革
の
動
き
」
週
刊
社

会
保
障
一
八
九
三
号
（
一
九
九
六
年
）
二
二
頁
、
都
留
民
子
「
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
保
障
改
革

ジ
ュ
ペ
・
プ
ラ
ン
の
中
核
・
医
療
を
み
る
」

賃
社
一
二
〇
〇
号
（
一
九
九
七
年
）
二
三
頁
、
上
村
正
彦
「
フ
ラ
ン
ス
の
政
権
交
代
と
社
会
保
障
政
策
」
週
刊
社
会
保
障
一
九
五
三
号
（
一

九
九
七
年
）
四
六
頁
、
上
村
正
彦
「
フ
ラ
ン
ス
の
医
療
保
険
改
革
」
週
刊
社
会
保
障
一
九
六
一
号
（
一
九
九
七
年
）
四
六
頁
等
が
あ
る
。

96
）

O
rd
.
n
96

344 d
u 24 a

v
ril 1996.

97
）

O
rd
.
n
96

345 d
u 24 a

v
ril 1996.

98
）

O
rd
.
n
96

346 d
u 24 a

v
ril 1996.

99
）

C
la
u
d
e É

v
in
,
L
es d

roits d
e la person

n
e m

alad
e:
sean

ce d
es 1

1 et 1
2
 
ju
in 1

9
9
6
,
C
o
n
seil eco

n
o
m
iq
u
e et so

cia
l,

J.
O
.
1996.

）

C
la
u
d
e É

v
in
,
op.

cit.,
p
.
39.

）

E
tien

n
e C

a
n
ia
rd
,
L
a place d

es u
sagers d

an
s le system

e d
e san

te
,
L
a d

o
cu
m
en
ta
tio
n fra

n
ça
ise,

2000.

）

わ
が
国
で
の
二
〇
〇
二
年
法
の
紹
介
と
し
て
、
山
野
嘉
朗
「
フ
ラ
ン
ス
賠
償
医
学
展
望
（
そ
の
５
）」『
賠
償
科
学
』
二
八
号
（
二
〇
〇

三
年
）
六
八
頁
、
山
野
嘉
朗
「
フ
ラ
ン
ス
賠
償
医
学
展
望
（
そ
の
６
）」『
賠
償
科
学
』
二
九
号
（
二
〇
〇
四
年
）、
山
野
嘉
朗
「
立
法
紹
介

医

療
賠
償
責
任
保
険
に
関
す
る
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
保
険
法
典
改
正
に
つ
い
て

二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
第
二
〇
〇
二

三
〇
三
号
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お
よ
び
二
〇
〇
二
年
一
二
月
三
〇
日
の
法
律
第
二
〇
〇
二

一
五
七
七
号
に
よ
る
改
正
を
中
心
に
」『
愛
知
学
院
大
学
論
叢

法
学
研
究
』四
五

巻
一
・
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
八
〇
頁
、
山
口
斉
昭
「『
患
者
の
権
利
お
よ
び
保
健
衛
生
シ
ス
テ
ム
の
質
に
関
す
る
法
律
』
に
よ
る
医
療
事
故

等
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
の
創
設
と
そ
の
修
正
」『
年
報
医
事
法
学
』
一
八
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
一
一
頁
、
山
口
斉
昭
「
医
療
事
故
被
害
者

救
済
制
度
に
つ
い
て

加
藤
構
想
と
フ
ラ
ン
ス
患
者
の
権
利
法
」『
賠
償
科
学
』
三
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
五
三
頁
、
原
田
啓
一
郎
「
医

療
サ
ー
ビ
ス
保
障
に
お
け
る
安
全
性
確
保
の
責
任
規
範

医
療
事
故
の
予
防
と
補
償
に
関
す
る
一
考
察
」『
社
会
保
障
法
』
一
八
号
（
二

〇
〇
三
年
）
一
六
七
頁
な
ど
が
あ
る
。

）

F
.
B
elliv

er et J.
R
o
ch
efeld

,
«D
ro
its d

es m
a
la
d
ies,

q
u
a
lite

d
u sy

stem
e d
e sa

n
te,

lo
i n
o
2002

303 d
u 4 m

a
rs 2002»,

R
.T
.D
.C
.
2
0
0
2
,
p
.
574.

;
M
.
C
o
rm
ier,

«L
es d

ro
its d

es m
a
la
d
ies et q

u
a
lite

d
u sy

stem
e d

e sa
n
te»,

A
.J.D

.A
.
2
0
0
2
,
p
.

508.
;
Y
.
L
a
m
b
ert

F
a
iv
re,

«L
a lo

i n
2002

303 d
u 4 m

a
rs 2002 rela

tiv
e a

u
x d

ro
its d

es m
a
la
d
ies et a

la q
u
a
lite

d
u

 
sy
stem

e d
e sa

n
te:

I.
L
a so

lid
a
rite

en
v
ers les p

erso
n
n
es h

a
n
d
ica
p
ees»,

D
.
2002.

ch
ro
n
.
1291;

II.

）

二
〇
〇
二
年
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
医
療
事
故
賠
償
・
補
償
制
度
に
つ
い
て
、
原
田
啓
一
郎
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
と
社
会

保
障
⑴
〜
⑶

国
民
連
帯
に
よ
る
医
療
事
故
賠
償
・
補
償
制
度
の
構
築

」
駒
澤
法
学
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
二
五
頁
以
下
、

四
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
九
七
頁
以
下
、
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
六
一
頁
以
下
を
参
照
。

）

A
n
g
elo C

a
stelletta

,
R
espon

sabilite
m
ed
icale d

roit d
e m

alad
ies,

D
a
llo
z,
2002,

p
.
16.

）

M
a
rc D

u
p
o
n
t,
op.

cit.,
p
.
404.

）

A
n
g
elo C

a
stelletta

,
op.

cit.,
p
.
15.

）

A
n
g
elo C

a
stelletta

,
op.

cit.,
p
.
17.

）

二
〇
〇
二
年
法
以
前
の
情
報
提
供
義
務
や
同
意
に
関
す
る
判
例
の
変
遷
に
つ
い
て
、
小
粥
太
郎
「
フ
ラ
ン
ス
医
事
法
に
お
け
る
患
者
の

自
律
」
早
稲
田
法
学
七
四
巻
二
号
三
頁
、
馬
場
圭
太
「
説
明
義
務
の
履
行
と
証
明
責
任

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
判
例
分
析
を
中
心
に

」
早
稲
田
法
学
七
四
巻
四
号
五
五
一
頁
、
澤
野
和
博
「
機
会
の
喪
失
の
理
論
に
つ
い
て
（
一
）」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
七
七

号
九
九
頁
、
澤
野
和
博
「
患
者
の
権
利
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
近
時
の
動
向
に
つ
い
て
」
東
北
学
院
大
学
論
集
法
律
学
六
二
巻
九
九
頁
な
ど
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を
参
照
。

）

A
n
g
elo C

a
stelletta

,
op.

cit.,
p
.
27.

）
M
a
rc D

u
p
o
n
t et a

l.,
D
roit h

ospitalier
,
4
ed
.,
D
a
llo
z,
2003,

p
.
416.

）

A
n
a
ıs G

a
b
riel,

L
a person

n
e d

e con
fian

ce d
an
s la loi n

2
0
0
2
3
0
3
 
d
u
 
4
 
m
ars 2

0
0
2
,
F
a
cu
lte

d
e D

ro
it et d

e
 

S
cien

ces p
o
litiq

u
es d

’A
ix

M
a
rseille III,

M
em
o
ire D

E
A
 
D
ro
it p

riv
e,
in
ed
it,
p
.
12 et su

iv
.

）

“p
erso

n
n
e d
e co

n
fia
n
ce”

は
二
〇
〇
二
年
法
に
よ
っ
て
新
た
に
導
入
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
共
通
の
邦
語
訳
は
存
在
し
な
い
。「
被

信
頼
人
」
と
も
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
は
、
と
り
あ
え
ず
「
信
頼
人
」
と
訳
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

）

A
n
a
ıs G

a
b
riel,

op.
cit.,

p
.
10 et su

iv
.

）

C
ircu

la
ire D

H
O
S
/E
1 /D

G
S
/S
D
1B
/S
D
1C
/S
D
4A
 
n
2006

90 d
u 2 m

a
rs 2006 rela

tiv
e a

u
x
 
d
ro
its d

es p
erso

n
n
es

 
h
o
sp
ita
lisees et co

m
p
o
rta
n
t u
n
e ch

a
rte d

e la p
erso

n
n
e h

o
sp
ita
lisees,

B
O
S
P
S
 
n
4 2006,

p
.
25.

）

A
n
to
in
e L

eca
,
U
n siecle d

e d
ro
it m

ed
ica
l en F

ra
n
ce
(1902

2002):
d
e la lu

tte co
n
tre les ep

id
em
ies a

u
x d

ro
its d

es
 

p
a
tien

ts,
R
G
D
M
 
n
u
m
ero sp

ecia
l 2004,

p
.
69.

）

M
ik
k
o V

ien
o
n
en
,
«T
h
e ro

le o
f th

e W
o
rld H

ea
lth O

rg
a
n
a
iza
tio
n
»,
in A

n
d
re d

en E
x
ter

(ed
s.),

T
h
e R

igh
t to

 
H
ealth C

are in
 
S
evral E

u
ropean

 
C
ou
n
tries,

K
lu
w
er L

a
w
 
In
tern

a
tio
n
a
l,
1999,

p
.
18.

）

各
国
の
患
者
の
権
利
規
定
の
法
形
式
は
、
患
者
の
権
利
法
と
し
て
単
体
の
法
律
を
制
定
す
る
形
式
、
患
者
の
権
利
憲
章
と
し
て
制
定
す

る
形
式
、
医
療
関
係
法
規
に
患
者
の
権
利
を
挿
入
す
る
形
式
に
大
別
さ
れ
る
。M

ik
k
o V

ien
o
n
en
,
op.

cit.,
p
p
.
25

26.

）

通
達
レ
ベ
ル
で
は
、
患
者
（
病
人
）
の
権
利
は
早
く
か
ら
登
場
し
て
い
た
。
一
九
五
八
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
が
制
定
さ
れ
た
際
に
、
入

院
に
関
す
る
具
体
的
な
内
容
、
入
院
患
者
へ
の
付
き
添
い
の
容
認
、
入
院
中
の
生
活
環
境
の
規
定
が
通
達
レ
ベ
ル
で
出
さ
れ
て
い
た
（C

irc.

d
u 5 d

ecem
b
re 1958

）。
そ
の
後
、
通
達
は
一
九
七
〇
年
に
改
正
さ
れ
る
（C

irc.d
u 24 fev

rier 1970

）
が
、
そ
の
対
象
者
は
公
立
病
院

及
び
病
院
公
役
務
参
加
の
私
立
病
院
に
入
院
す
る
患
者
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
病
院
が
患
者
に
対
し
て
遵
守
す
べ
き
行
為
規
準

で
あ
っ
た
。

67

六
八

医
療
サ
ー
ビ
ス
基
準
の
法
構
造

㈡
（
原
田
）



HA R A D A 更新1 1回 2 0 0 8 年 3月2 1日 4 3頁

ｎ０８１３２８ 駒澤法学７－４

）

例
え
ば
、
医
師
倫
理
法
典
で
は
、
一
九
七
九
年
制
定
時
に
は
、
第
二
部“D
ev
o
ir en

v
ers les m

a
la
d
es”

と
い
う
規
定
で
あ
っ
た
が
、

一
九
九
五
年
改
正
時
に
は
、
第
二
部“D

ro
it d

es p
a
tien

ts”

に
改
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
一
九
九
一
年
法
に
よ
り
公
衆
衛
生
法
典
に
は
、
医

療
施
設
に
受
入
れ
ら
れ
る“m

a
la
d
e”

の
権
利
と
い
う
セ
ク
シ
ョ
ン
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
九
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
は
、“L

a
 

ch
a
rte d

u p
a
tien

t h
o
sp
ita
lier”

と
し
て
、“m

a
la
d
e”

で
は
な
く“p

a
tien

t”

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

）

A
n
to
in
e L

eca
,
p
.
69.

）

C
la
u
d
e É

v
in
,
op.

cit.,
p
p
.
16

21.

）

A
n
d
re
D
em
ich
el,

D
roit d

e la san
te
,
L
es É

tu
d
es H

o
sp
ita
lieres,

1999,
p
p
.
25

29.
;
C
la
u
d
e É

v
in
,
L
es d

roits d
es

 
u
sagers d

u
 
system

e d
e san

te
,
B
erg

er
L
ev
ra
u
lt,
2002,

p
p
.
37

43.
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